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施設名 道路施設 

 

１ 対象施設  

鳥取県が管理する道路施設 

・道路法第 2 条第 1 項において定義されている「道路」 
 

道路延長 1,949km（橋梁 2,018 橋、トンネル 41 箇所、横断歩道橋 19 橋、シェッド 4 箇

所、大型カルバート 21 箇所、門型標識等 43 箇所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 現状と課題 

〈施設状況〉 

県管理の道路施設では、20 年後の令和 27 年で橋梁の 77％、トンネルの 51％、大型構

造物（横断歩道橋、シェッド、大型カルバート及び門型標識等をいう。以下同じ。）で

それぞれ供用開始後 50 年以上経過することから、老朽化対策が急務となっている。 

施設 施設数 
50 年以上経過する施設の割合 

第 1 期策定時 
【H27】 

第 2 期策定時 
現在【R7】 

10 年後 
【R17】 

20 年後 
【R27】 

橋梁（2m 以上） 2,018 橋 480 橋［23%］ 818 橋[41%] 1,255 橋[62%] 1,562 橋[77%] 

トンネル 41 箇所 1 箇所[0%] 10 箇所[24%] 16 箇所[43%] 21 箇所[51%] 

大型構造物 87 箇所 0 箇所[0%] 14 箇所[16%] 25 箇所[29%] 46 箇所[53%] 

令和 7年 3 月末現在 

橋梁 
（国道 431 号 境水道大橋） 

トンネル 
（日野溝口線 矢倉トンネル） 

シェッド 
（倉吉江府溝口線 大内ロックシェッド） 

横断歩道橋 
（秋里吉方線 なかよし橋） 

 01 道 路 企 画 課 

大型カルバート 
（倉吉江北線） 

門型標識 
（国道 431 号） 
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〈取組状況〉 

 道路橋梁では、「鳥取県道路橋梁長寿命化計画（令和 7 年 3 月最終改訂）」を策定

し、長寿命化対策への取り組みを進めている。 

 トンネル及び大型構造物は、「鳥取県道路トンネル長寿命化修繕計画」「鳥取県道路

大型構造物長寿命化修繕計画」（令和 7 年 3 月最終改訂）を策定し、長寿命化対策

に向けた取り組みを進めている。 

 

３ 施策の方向性 

（１）メンテナンスサイクルの構築 

道路施設（橋梁、トンネル、大型構造物）では、長寿命化計画に基づいたメンテナン

スサイクルを適切に実施する。 

 

ア 点検・診断 

 道路については、常に良好な状態に保つための通常パトロールや異常気象時のパ

トロール、主要構造物を対象とした定期パトロールを実施する。 

 特に以下の施設については、道路パトロールとは別に、定期的な点検を行い、健

全性の把握を行う。 

施設 頻度 点検・診断方法等 実施状況 

橋梁（2m 以上） 1 回／5 年 

･各部材について、近接目

視を基本とした点検を実

施し、健全性を診断し 4

区分に分類 

平成 26～30 年度(1 巡目) 

令和元年～5年度(2 巡目) 

令和 6～10 年度(3 巡目) 

（要領に基づく点検） 

トンネル 1 回／5 年 

･各部材について、近接目

視を基本とした点検を実

施し、健全性を診断し 4

区分に分類 

平成 27～30 年度(1 巡目) 

令和元年～5年度(2 巡目) 

令和 6～10 年度(3 巡目) 

（要領に基づく点検） 

大型構造物 1 回／5 年 

･各部材について、近接目

視を基本とした点検を実

施し、健全性を診断し 4

区分に分類 

平成 27～30 年度(1 巡目) 

令和元年～5年度(2 巡目) 

令和 6～10 年度(3 巡目) 

（要領に基づく点検） 

 

イ 情報の蓄積と利活用 

 点検・診断の結果や修繕等の履歴については、データベースにこれを蓄積し、今

後の維持管理に活用する。 
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対象 データベース名 運用状況 

全般 総合道路台帳システム 運用済 

橋梁（2m 以上） 総合道路台帳システム 運用済 

トンネル 総合道路台帳システム 運用済 

大型構造物 総合道路台帳システム 運用済 

 

ウ 基準等 

 点検・診断や修繕・更新等については、下表にある鳥取県策定の基準類を適用す

る。 

対象 基準類の名称 策定・改定 

橋梁（2m 以上） 
鳥取県道路橋梁定期点検マニュアル 
鳥取県小規模道路橋梁定期点検マニュアル 

平成 19 年 3 月策定 
平成 27 年 3 月改定 
平成 31 年 3 月改定 
令和 7年 4 月改定 

トンネル 道路トンネル定期点検要領 
平成 27 年 7 月策定 
平成 31 年 3 月改定 
令和 7年 4 月改定 

大型構造物 

シェッド、大型カルバート等定期点検要領 
横断歩道橋定期点検要領 
門型標識等定期点検要領 

平成 31 年 3 月策定 
令和 7年 4 月改定 

 

（２）中長期的なトータルコストの縮減・平準化 

長寿命化計画に基づき予防保全で維持管理を実施すること及びインフラ機能の適正

化等に取り組むことによりトータルコストの縮減・平準化を図る。 

 

ア 修繕・更新等 

① 個別施設計画 

 次の施設については個別施設計画を策定し、計画的な修繕・更新等に取り組む。 

施設 個別施設計画の概要 策定状況 

橋梁（2ｍ以上） 

･「鳥取県道路橋梁長寿命化計画」に基づ
き、健全性や路線の優先度などを考慮
し、補修等に係る予算の平準化を図る 

平成 20 年度策定 

平成 27 年度改訂 

令和 6 年度改訂 

トンネル 

･「鳥取県道路トンネル長寿命化計画」に
基づき、健全性や路線の優先度などを考
慮し、補修等に係る予算の平準化を図る 

平成 28 年度策定 

令和 6 年度改訂 

大型構造物 

･「鳥取県道路大型構造物長寿命化計画」
に基づき、健全性や路線の優先度などを
考慮し、補修等に係る予算の平準化を図
る 

平成 28 年度策定 

令和 6 年度改訂 
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② その他 

 道路附属物などの施設規模が小さい施設については、予防保全によるトータルコ

ストの縮減効果が限定的であることから、通常パトロール等により状況を確認し、

必要に応じて補修・更新等を行う。 

 

イ 統廃合の検討 

 道路施設の統廃合については、個々の施設の老朽化の状況、維持管理の程度、代

替機能の確保といった観点から必要性を勘案し、統廃合を検討する。 

 

ウ インフラ機能の適正化 

 道路照明、ロードステーション等については、利用状況等の変化等を考慮し、施

設数の見直しを検討する。 

 

エ 新技術の導入 

 維持管理費の縮減を目的として、既存の道路照明・トンネル照明（水銀・ナトリ

ウム灯）の LED 化を推進する。 

 令和３年度から、タブレット端末を用いたインフラ維持管理システムを運用開始

し、通常パトロールの効率化を図っている。 

 簡易に路面診断できるシステムの導入等、舗装面の変状を効率的・効果的に把握

することで、客観的な指標に基づいたリスク評価を目指す。 

 維持管理の効率化やコスト縮減を図るため、国土交通省の「NETIS（新技術情報提

供システム）」や、ＳＩＰ（戦略的イノベーション創造プログラム）において構築

中の橋梁維持管理支援システムの導入等、維持管理に関する最新のメンテナンス

技術の活用を推進する。 

 

（３）耐震化の実施 

道路橋示方書（平成 8年 12 月）より古い基準で設計された橋梁のうち、橋長 15ｍ以

上かつ 2 径間以上の橋梁について耐震補強を行う。 

施設 対象要件 施設数 耐震化実施済施設数 

橋梁 

･平成8年より古い基準で設計 

･橋長 15m 以上 

･2 径間以上 

252 橋 147 橋 

令和 7年 3 月末現在  

（４）維持管理・更新等の情報共有と体制等の整備 

上記の施策に取り組み、継続するために必要な体制を構築する。 
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ア 施設管理者の体制づくり等 

① 庁内体制 

 施設管理者の技術向上を目的とした研修・説明会等を開催する。 

 

② 他施設管理者との連携や市町村等への支援 

 「鳥取県道路メンテナンス会議」を通じて、交通上密接な関連を有する道路管

理者が相互に連絡・調整・協力・情報共有・情報発信を図り、道路施設の点検、

修繕計画等を把握・調整する。 

 市町村職員等の技術力向上を図るため、国・鳥取県建設技術センターとも連携

し、道路施設の点検・診断等に関する研修会等を行う。 

 

③ 利用者の理解と協働の推進 

 環境保全等を目的とした沿道の除草・植栽管理等の協働事業や、老朽化対策の

重要性をＰＲするため、国交省とも連携し、道の駅などへのパネル展示を実施

する。 

 

イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組 

① 人材育成・確保の推進 

 道路施設の点検等にあたり、コンサルタント等民間企業の技術力向上を目的

に、点検要領に関する講習会を実施するなど、技術者の育成を支援する。 
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工程表 施設名： 道路施設

～令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

（～2025年度） （2026年度） （2027年度） （2028年度） （2029年度） （2030年度） （2031年度） （2032年度） （2033年度） （2034年度） （2035年度）

(1) メンテナンスサイクルの構築
　　ア 点検・診断

　　イ 情報の蓄積と利活用

　　ウ 基準等

(2) 中長期的なトータルコストの縮減・平準化
　　ア 修繕・更新等
　　　① 個別施設計画

　　　② その他

　　イ 統廃合の検討

　　ウ インフラ機能の最適化

　　エ 新技術の導入

(3) インフラ長寿命化に向けた推進体制
　　ア 施設管理者の体制づくり等
　　　① 庁内体制

　　　② 他施設管理者との連携や市町村等への支援

　　  ③ 利用者の理解と協働の推進

　　イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組
　　　① 人材育成・確保の推進

更新時に統廃合の可否について検討

橋梁点検（５年に１回）

トンネル長寿命化計画に基づく取組

橋梁長寿命化計画に基づく取組

橋梁点検（５年に１回）

トンネル長寿命化計画に基づく取組

橋梁長寿命化計画に基づく取組

トンネル点検（５年に１回） トンネル点検（５年に１回）

大型構造物点検（５年に１回） 大型構造物点検（５年に１回）

橋梁：総合道路台帳システムに点検履歴、修繕履歴等を蓄積

トンネル：総合道路台帳システムに点検履歴、修繕履歴等を蓄積

大型構造物：総合道路台帳システムに点検履歴、修繕履歴等を蓄積

橋梁：鳥取県道路橋梁点検マニュアル

トンネル：トンネル定期点検要領

大型構造物：大型構造物定期点検要領

大型構造物長寿命化計画に基づく取組 大型構造物長寿命化計画に基づく取組

通常パトロール等により状況を確認し必要に応じて補修・更新等を行う。

利用状況等の変化等を考慮し、施設数の見直しを検討

道路照明灯のLED化（更新時）

新技術の現場への導入

施設管理者の技術向上を目的とした研修・説明会等の開催

鳥取県道路メンテナンス会議を通じて老朽化対策に関する情報共有を行うとともに研修の開催等を行う。

除草・植栽管理の共働事業や現場見学会などの実施

講習会等の開催及び講習会等の情報を広く提供

橋梁点検（５年に１回）

トンネル点検（５年に１回）

大型構造物点検（５年に１回）

大型構造物：大型構造物定期点検要領

トンネル：鳥取県道路トンネル定期点検要領

橋梁：鳥取県道路橋梁定期点検マニュアル
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施設名 河川管理施設（堤防・護岸・河川トンネル） 

 

１ 対象施設 

鳥取県が管理する河川管理施設 

・河川法第 3 条第 2 項において定義されている「河川管理施設」 
 

河川延長 1,303km（うち河川トンネル 4 箇所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

２ 現状と課題 

〈施設状況〉 

県管理の河川トンネルは、現時点で 75％が供用後 40 年以上を経過することから、老朽

化対策が急務となっている。 

施設 施設数 
40 年以上経過する施設の割合 

第 1 期策定時
【H27】 

第 2 期策定時
現在【R7】 

10 年後 
【R17】 

20 年後 
【R27】 

河川トンネル 4 箇所 2 箇所[50%] 3 箇所[75%] 3 箇所[75%] 3 箇所[75%] 

令和 7年 3 月末現在 

 

 

 02 河 川 課 

市瀬トンネル（L=230m） 長瀬川トンネル（L=261m） 

玉川トンネル（L=86m） 逆川トンネル（L=197m） 



8 

 

〈取組状況〉 

 平成 25 年度に鳥取県河川維持管理計画マスタープランを策定・運用している。 

 河川トンネルの長寿命化計画策定について検討を進め、老朽化対策の実施と効率

的なメンテナンスサイクルを構築する。 

 

３ 施策の方向性 

（１）メンテナンスサイクルの構築 

鳥取県河川維持管理計画マスタープランに基づき、定期的に点検・診断を実施するとと

もに、点検結果等は河川カルテとして「鳥取県河川台帳システム」に情報を蓄積、また活

用することで、適切な維持管理を実施する。 

 

ア 点検・診断 

 河川維持管理計画に基づき、平常時・出水時の巡視や出水期前・出水後の点検等

を適切に実施し、河道や堤防の変状等を把握する。 

施設 頻度 点検・診断方法等 実施状況 

堤防 
1 回以上／年 

（出水期前、出水後） 
･目視等により健全度を評価 過年度～ 

護岸等 
1回以上／年 

（出水期前、出水後） 
･目視等により健全度を評価 過年度～ 

河川トンネル 1 回以上／年 ･目視等により健全度を評価 平成 26 年度～ 

 

イ 情報の蓄積と利活用 

 計画的な点検・診断や修繕等の効率化を図るため、点検・診断結果や修繕履歴等

の情報を「鳥取県河川台帳システム」に蓄積していく。 

対象 データベース名 運用状況 

堤防・護岸等 鳥取県河川台帳システム 未定 

河川トンネル 鳥取県河川台帳システム 未定 

 

ウ 基準等 

 点検・診断や修繕・更新等の実施にあたっては、国の基準を適用するほか、鳥取

県河川維持管理計画マスタープランに準拠して実施する。 

対象 基準類の名称 策定･改定 

堤防 

護岸等 

河川トンネル 

河川砂防技術基準 維持管理編（河川編） 
平成 27 年 3 月改定 
令和 3年 10 月改定 

堤防等河川管理施設及び河道の点検・評価要領 
平成 31 年 4 月改定 
令和 5年 3 月改定 

中小河川の堤防等河川管理施設及び河道の点

検・評価要領 

平成 29 年 3 月改定 
令和 6年 3 月改定 
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（２）中長期的なトータルコストの縮減・平準化 

定期的な点検を実施することにより、護岸等の破損箇所を早期に発見し、適切な修繕を

行うことで、中長期的なトータルコストの縮減・平準化を図り、維持管理における予防保

全を推進する。 

 

ア 修繕・更新等 

① 個別施設計画 

 河川トンネルに対し、長寿命化計画を策定することで、劣化状況に応じた修繕等

を行い、施設の健全化を図る。 

施設 個別施設計画の概要 策定状況 

河川トンネル ･長寿命化計画（施設毎） 未定 

 

② その他 

 護岸等については、修繕が必要な要対策箇所について、施設の重要度に応じた修

繕を行い、施設の健全化を図る。 

 

イ 統廃合の検討 

 －（該当なし） 

 

ウ インフラ機能の適正化 

 －（該当なし） 

 

エ 新技術の導入 

 河道状況の把握や堤防診断の実施にあたっては、UAV（Unmanned Aerial Vehicle･ 

Unmanned Air Vehicle：無人航空機）測量による高精度測量データの迅速な取得

手法の導入など、新技術の活用を推進する。 

 

（３）耐震化の実施 

津波遡上や背後地の重要度に応じて、今後、耐震化の検討を行う。 

 

（４）維持管理・更新等の情報共有と体制等の整備 

適切な維持管理を持続させるため、庁内体制の構築や他の施設管理者との連携を強化

するための取り組みを推進する。 

 

ア 施設管理者の体制づくり等 

① 庁内体制 

 専門研修の受講や OJT（On the Job Training）などを実施し、河川技術者の育成

を図る。 
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②  他施設管理者との連携や市町村等への支援 

 国などの他施設管理者と連携して、他施設管理者が行う堤防点検等にも参加し、

技術力の向上を図る。 

 専門的な知識を持つ技術者の不足する市町村に対しては、災害時等の技術支援

を行う。 

 

③  利用者の理解と協働の推進 

 県民との協働による「川づくり」を通して、美しい自然環境の保全や川を利用し

た地域の「まちづくり」の活動を支援していく。 

 

イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組 

① 人材育成・確保の推進 

 河川管理施設の点検等にあたり、コンサルタント等民間企業の技術力向上を図

るための支援体制の構築を検討する。 
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工程表 施設名：河川管理施設（堤防・護岸・河川トンネル）

～令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

（～2025年度） （2026年度） （2027年度） （2028年度） （2029年度） （2030年度） （2031年度） （2032年度） （2033年度） （2034年度） （2035年度）

(1) メンテナンスサイクルの構築
　　ア 点検・診断

　　イ 情報の蓄積と利活用

　　ウ 基準等

(2) 中長期的なトータルコストの縮減・平準化
　　ア 修繕・更新等
　　　① 個別施設計画

　　　② その他

　　イ 統廃合の検討

　　ウ インフラ機能の最適化

　　エ 新技術の導入

(3) インフラ長寿命化に向けた推進体制
　　ア 施設管理者の体制づくり等
　　　① 庁内体制

　　　② 他施設管理者との連携や市町村等への支援

　　　③ 利用者の理解と協働の推進

　　イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組
　　　① 人材育成・確保の推進

堤防：１回以上／年（出水期前、出水後）、河川トンネル：１回以上／年

河川カルテによる情報の蓄積

国基準等の活用

河川トンネル：長寿命化計画策定の検討

新技術の活用の検討（ＵＡＶ測量等）

専門研修等の参加、ＯＪＴの実施

国主催の堤防点検等の参加

講習会等の情報共有

護岸等：１回以上／年（出水期前、出水後）

護岸等の計画的・効率的な修繕 ⇒ 予防保全型の維持管理

地域の川づくりの支援

該当なし

該当なし
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施設名 河川管理施設（水門・排水機場等）  

 

１ 対象施設 

鳥取県が管理する河川管理施設 

・河川法第 3 条第 2 項において定義されている「河川管理施設」 

 

水門 3 基、排水機場 6基、中規模施設 5 基（樋門等）、小規模施設（樋門等）227 基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 現状と課題 

〈施設状況〉 

県管理の水門・排水機場等は、20 年後の令和 27 年で 86％が供用開始後 40 年以上経過

することから、老朽化対策が急務となっている。 

施設 施設数 
40 年以上経過する施設の割合 

第 1 期策定時 
【H27】 

第 2 期策定時 
現在【R7】 

10 年後 
【R17】 

20 年後 
【R27】 

水門 3 基 1 基[33%] 1 基[33%] 3 基[100%] 3 基[100%] 

排水機場 6 基 0 基[ 0%] 1 基[16%] 3 基[50%] 3 基[50%] 

中規模施設 5 基 0 基[ 0%] 3 基[60%] 5 基[100%] 5 基[100%] 

小規模施設 227 基 111 基[49%] 163 基[72%] 197 基[87%] 197 基[87%] 

令和 7年 3 月末現在 

 

塩見川潮止堰 橋津川水門  湖山川水門 

西大路排水機場 清水川排水機場  倉田排水機場 
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〈取組状況〉 

 これまでに水門 3 基、排水機場 6基及び中規模施設（樋門）5 基の長寿命化計画を

策定済であることから、これらに基づいた長寿命化対策への取り組みを実施して

いる。 

 小規模施設については、平成 26 年度に更新計画を策定し、施設の劣化度を考慮し

ながら計画的に更新・修繕を実施している。 

 

３ 施策の方向性 

（１）メンテナンスサイクルの構築 

長寿命化計画に基づいて、河川管理施設（水門・排水機場）に対する定期的な点検・診

断を実施するとともに、点検・診断の結果や修繕等の履歴情報に対するデータベース化を

進め、維持管理の効率化を図る。 

 

ア 点検・診断 

 長寿命化計画に基づき、機器等の重要度（致命施設と非致命施設）に応じて適切

に点検・診断を実施し、健全度を評価する。 

施設 頻度 点検・診断方法等 実施状況 

水門 
1 回／年又は 

1 回／月 

･管理運転及び目視等により

健全度を評価 
過年度～ 

排水機場 
1 回／年又は 

1 回／月 

･管理運転及び目視等により

健全度を評価 
過年度～ 

中･小規模施設 1 回／年 ･目視等により健全度を評価 過年度～ 

 

イ 情報の蓄積と利活用 

 計画的な点検・診断や修繕等の効率化を図るため、点検結果や修繕履歴等の情報

を現在の「水門・樋門施設基本台帳（紙ベース）」からデータベース化を検討する。 

対象 データベース名 運用状況 

水門 未定 未定 

排水機場 未定 未定 

中・小規模施設 

（樋門等） 
未定 未定 
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ウ 基準等 

 点検・診断や修繕・更新等の実施にあたっては、国の基準を適用するほか、必要

に応じて鳥取県独自の基準類の整備を進める。 

対象 基準類の名称 策定･改定 

水門 

河川用ゲート設備点検・整備・更新マニュ
アル（案） 

平成 27 年 3 月改定 

ゲート点検・整備要領（案） 平成 28 年 3 月策定 

機械設備管理指針 平成 28 年 3 月策定 

大･中規模排水機場 

河川ポンプ設備点検・整備・更新マニュア
ル（案） 

平成 27 年 3 月改定 

揚排水機場設備点検・整備指針（案）同解説 平成 22 年 1 月策定 

機械設備管理指針 平成 28 年 3 月策定 

中･小規模施設 

（樋門等） 

樋門等構造物周辺堤防詳細点検要領 平成 24 年 5 月策定 

河川用ゲート設備点検・整備・更新検討マ
ニュアル（案） 

平成 27 年 3 月改定 

 

（２）中長期的なトータルコストの縮減・平準化 

長寿命化計画に基づいた対策を着実に実施することで、コストの縮減・平準化を図り、

効率的・効果的な維持管理を行う。 

 

ア 修繕・更新等 

① 個別施設計画 

 大規模及び中規模施設については、個別施設に対する長寿命化計画に基づいた計

画的な修繕・更新等に取り組む。 

 小規模施設（樋門等）については、点検・診断の結果から施設の劣化度に応じて

修繕等の対策を実施する。 
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施設 個別施設計画の概要 策定状況 

水門 

･塩見川水門長寿命化計画 

･湖山川水門長寿命化計画 

･橋津川水門長寿命化計画 
平成 22～26 年度策定済 

排水機場 

･西大路排水機場長寿命化計画 

･清水川排水機場長寿命化計画 

･倉田排水機場長寿命化計画 

･山白川排水機場長寿命化計画 

･洗井川排水機場長寿命化計画 

･勝見川排水機場長寿命化計画 

平成 22～28 年度策定済 

中規模施設 
（樋門等） 

･逆川放水路樋門長寿命化計画 

･溝川伏野潮止樋門長寿命化計画 

･河内川池田川樋門長寿命化計画 

･橋津川南谷樋門長寿命化計画 

･塩川潮止樋門長寿命化計画 

平成 26 年度策定済 

小規模施設 
（樋門等） 

･鳥取県小規模河川管理施設更新計画 平成 26 年度策定済 

 

イ 統廃合の検討 

 小規模施設（樋門等）については、施設の利用状況の変化や必要性を勘案しなが

ら、統廃合を検討する。 

 

ウ インフラ機能の適正化 

 小規模施設（樋門等）については、統廃合も視野に入れ、施設設置の適正化に努

める。 

 

エ 新技術の導入 

 操作員の安全確保の観点から、必要に応じて施設の電動化（自動化）や遠隔操作

等を検討する。 

 

（３）耐震化の実施 

今後、施設の更新に合わせて耐震化を実施する。 

 

（４）維持管理・更新等の情報共有と体制等の整備 

適切な維持管理を持続させるため、庁内体制の構築や他の施設管理者との連携を強化

するための取り組みを推進する。 
 

ア 施設管理者の体制づくり等 

① 庁内体制 

 施設管理担当職員及び操作員の技術力向上を図るため、定期的に講習会や実技

研修等を実施する。 
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② 他施設管理者との連携や市町村等への支援 

 国等が行う講習会等に参加し、技術力の向上を図る。 

 

③ 利用者の理解と協働の推進 

  －（該当なし） 

 

イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組 

① 人材育成・確保の推進 

 樋門等の小規模施設については、操作員の継続的な人材確保ができるよう、人材

育成に努める。 
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工程表 施設名：河川管理施設（水門・排水機場）

～令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

（～2025年度） （2026年度） （2027年度） （2028年度） （2029年度） （2030年度） （2031年度） （2032年度） （2033年度） （2034年度） （2035年度）

(1) メンテナンスサイクルの構築
　　ア 点検・診断

　　イ 情報の蓄積と利活用

　　ウ 基準等

(2) 中長期的なトータルコストの縮減・平準化
　　ア 修繕・更新等
　　　① 個別施設計画

　　イ 統廃合の検討

　　ウ インフラ機能の最適化

　　エ 新技術の導入

(3) インフラ長寿命化に向けた推進体制
　　ア 施設管理者の体制づくり等
　　　① 庁内体制

　　　② 他施設管理者との連携や市町村等への支援

　　　③ 利用者の理解と協働の推進

　　イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組
　　　① 人材育成・確保の推進

水門、大・中規模排水機場：１回／（年または月）

データベース化の検討

国等の基準の活用

水門、排水機場等：長寿命化計画に基づく取組

機能の適正化の検討（小規模施設）

新技術の活用の検討（電動化、遠隔操作等）

講習会や実技研修の実施等

国主催の研修会等の参加

講習会等の情報共有、樋門操作員の確保

中・小規模施設：１回／年

小規模施設：鳥取県小規模河川管理施設更新計画に基づく取組

統廃合の検討（小規模施設）

該当なし
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施設名 河川管理施設（ダム）  

 

１ 対象施設 

鳥取県が管理する河川管理施設 

・河川法第 3 条第 2 項において定義されている「河川管理施設」 
 

ダム 5 基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 現状と課題 

〈施設状況〉 

県管理のダムは、20 年後の令和 27 年には全てのダムが供用後 40 年以上を経過するこ

とから、老朽化対策が急務となっている。 

施設 施設数 
40 年以上経過する施設の割合 

第 1 期策定時 
【H27】 

第 2 期策定時 
現在【R7】 

10 年後 
【R17】 

20 年後 
【R27】 

ダム 5 基 2 基[40%] 2 基[40%] 3 箇所[60%] 5 箇所[100%] 

令和 7年 3 月末現在  

 

〈取組状況〉 

 全５ダムは平成 26 年度に長寿命化計画を策定済であり、これに基づいた長寿命化

対策の取り組みを実施している。 

 

 

百谷ダム 東郷ダム 

賀祥ダム 朝鍋ダム 

佐治川ダム 
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３ 施策の方向性 

（１）メンテナンスサイクルの構築 

定期的な点検・診断を実施するとともに、今後、点検・診断の結果やこれに基づく修繕

履歴等の情報を蓄積するためのデータベース化を進める。 

 

ア 点検・診断 

 機器等の重要度に応じて点検頻度を定め、日常的なパトロールによる点検、定期

的な点検による損傷度合を把握する。 

 3 年毎の定期検査や 30 年毎の総合点検による点検結果からその後の維持管理方

針を検討する。 

施設 頻度 点検・診断方法等 実施状況 

ダム 

1 回／毎日～年 ･日常点検 過年度～ 

1 回／3 年 ･定期検査 過年度～ 

1 回／30 年 ･ダム総合点検 平成 26 年度～ 

 

イ 情報の蓄積と利活用 

 計画的な点検・診断や修繕等の効率化を図るため、点検・診断の結果や修繕履歴

等の情報の蓄積するためデータベース化を進める。 

対象 データベース名 運用状況 

ダム 未定 未定 

 

ウ 基準等 

 点検・診断や修繕・更新等の実施にあたっては、国の基準を適用するほか、必要

に応じて鳥取県独自の基準類の整備を進める。 

対象 基準類の名称 策定･改定 

ダム 

（土木施設） 

ダム総合点検実施要領・同解説 平成 25 年 10 月策定 

河川砂防技術基準維持管理編（ダム編） 
平成 27 年 4 月改定 
平成 28 年 3 月改定 

ダム 

（機械設備） 

ダム総合点検実施要領・同解説 平成 25 年 10 月策定 

ダム用ゲート設備等点検・整備・更新検討要
領 平成 23 年 4 月策定 

ダム用ゲート設備等点検・整備・更新検討マ
ニュアル（案） 

平成 23 年 4 月策定 

平成 30 年 3 月改定 

ダム 

（電気通信設備） 

ダム総合点検実施要領・同解説 平成 25 年 10 月策定 

電気通信施設維持管理計画指針（案） 
平成 30 年 3 月改定 

令和 4年 3 月改定 

電気通信施設アセットマネジメント要領・
同解説（案） 

平成 24 年 10 月改定 

令和 4年 3 月改定 
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（２）中長期的なトータルコストの縮減・平準化 

長寿命化計画に基づきコストの縮減・平準化を図り、効率的･効果的な維持管理を行う。 

 

ア 修繕・更新等 

① 個別施設計画 

 ダム毎の長寿命化計画に基づき、計画的な修繕・更新等に取り組む。 

 30 年を経過した時点で総合点検を行い、維持管理方針を検討する。 

施設 個別施設計画の概要 策定状況 

ダム ･ダム長寿命化計画（個別） 平成 26 年度策定 

 

イ 統廃合の検討 

    －（該当なし）                            

 

ウ インフラ機能の適正化 

 今後の維持管理や利活用の状況に応じて、既存施設の有効活用を図りながら「ダ

ム再生」を検討するなど、インフラ機能の適正化に努める。 

 

エ 新技術の導入 

 施設の更新等にあたって、国の技術開発や施工実績などを参考に、新技術の導入

を検討する。  

 

（３）耐震化の実施 

各ダムの建設当時におけるダム設計基準の耐震設計に基づき建設されているが、必要

に応じて耐震照査を行うなど、安全性を検討する。 

 

（４）維持管理・更新等の情報共有と体制等の整備 

適切な維持管理を持続させるため、庁内体制の構築や他の施設管理者との連携を強化

するための取り組みを推進する。 

 

ア 施設管理者の体制づくり等 

① 庁内体制 

 ダム管理演習等の実施に併せ、担当職員及び操作員の技術力向上を図る。 

 

② 他施設管理者との連携や市町村等への支援 

 国が行う講習会等にも参加し、技術力の向上を図る。 
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③ 利用者の理解と協働の推進 

 見学会やダムカードの配布等を通じダムの役割について広報活動を実施する。 

 

イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組 

① 人材育成・確保の推進 

 適切な施設管理業務を実施するため、非常勤職員の継続的な人材確保に努める。 
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工程表 施設名：河川管理施設（ダム）

～令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

（～2025年度） （2026年度） （2027年度） （2028年度） （2029年度） （2030年度） （2031年度） （2032年度） （2033年度） （2034年度） （2035年度）

(1) メンテナンスサイクルの構築
　　ア 点検・診断

　　イ 情報の蓄積と利活用

　　ウ 基準等

(2) 中長期的なトータルコストの縮減・平準化
　　ア 修繕・更新等
　　　① 個別施設計画

　　イ 統廃合の検討

　　ウ インフラ機能の最適化

　　エ 新技術の導入

(3) インフラ長寿命化に向けた推進体制
　　ア 施設管理者の体制づくり等
　　　① 庁内体制

　　　② 他施設管理者との連携や市町村等への支援

　　　③ 利用者の理解と協働の推進

　　イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組
　　　① 人材育成・確保の推進

日常点検、臨時点検、定期検査（３年に１回）、総合点検（３０年に１回）

総合点
検（東

郷）

データベース化の検討（国統一データベースの活用検討）

国基準等の活用

長寿命化計画に基づく取組

必要に応じ「ダム再生」の検討

新技術の活用の検討

ダム管理演習の実施等

研修会等の参加

ダム放流に係る周知、ダムカード等によるダムＰＲ

講習会等の情報共有、ダム管理員の確保

該当なし

定期点

検（全ダ

ム）

定期点

検（全ダ

ム）

定期点

検（全ダ

ム）
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施設名 海岸保全施設（堤防・護岸・突堤・離岸堤等） 

 

１ 対象施設 

鳥取県が管理する海岸保全施設 

・海岸法第 2 条第 1 項において定義されている「海岸保全施設」のうち国土交通省水

管理・国土保全局が所管する施設 
 

堤防 12.685km、護岸 12.535km、突堤 130 基（5.395km）、 

離岸堤（人工リーフ含む）61 基（9.575km） 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 現状と課題 

〈施設状況〉 

県管理の海岸堤防等は、10 年後の令和 17 年で全ての施設が供用後 40 年以上経過する

ことから、老朽化対策が急務になっている。 

施設 施設数 
40 年以上経過する施設の割合 

第 1 期策定時 
【H27】 

第 2 期策定時 
現在【R7】 

10 年後 
【R17】 

20 年後 
【R27】 

堤防･護岸 25.22km 17.40km[69%] 21.20km[84%] 25.22km[100%] 25.22km[100%] 

令和 7年 3 月末現在 

 

岩美海岸 湯山海岸 

白兎海岸  皆生海岸 
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〈取組状況〉 

 平成 26 年海岸法改定を踏まえ、令和元年度に現海岸保全基本計画を改訂し、「海岸

保全施設の維持又は修繕に関する事項」等を盛り込んでいる。 

 海岸保全施設については、点検、巡視により施設の異常を確認したものから背後地

の利用状況等に応じて補修等を実施しているが、同基本計画の改定に併せて長寿命

化計画を策定し、メンテナンスサイクルの構築や計画的な長寿命化対策の取り組み

を進める。  

 

３ 施策の方向性 

（１）メンテナンスサイクルの構築 

定期的に点検・診断等を実施するとともに、点検結果等は海岸カルテとして情報を蓄積

していくためのデータベース化を進める。 

 

ア 点検・診断 

 日常的に行われる巡視、定期点検や異常気象後（台風通過後や冬期風浪後等）の

臨時点検を実施し、損傷状況等を把握する。    

施設 頻度 点検・診断方法等 実施状況 

堤防･護岸 1 回以上／年 ･目視等により変状を把握 過年度～ 

 

イ 情報の蓄積と利活用 

 計画的な点検・診断や修繕等の効率化を図るため、点検・診断結果や修繕履歴等

の情報を蓄積するデータベースの構築を検討する。 

対象 データベース名 運用状況 

堤防･護岸等 未定 未定 

 

ウ 基準等 

 点検・診断や修繕・更新等の実施にあたっては、国の基準を適用するほか、必要

に応じて鳥取県独自の基準類の整備を進める。 

対象 基準類の名称 策定･改定 

堤防･護岸等 海岸保全施設維持管理マニュアル 
平成 26 年 3 月改定 
平成 30 年 5 月改定 
令和 2年 6 月改定 

 

（２）中長期的なトータルコストの縮減・平準化 

海岸保全施設に対する長寿命化計画を策定し、適切な老朽化対策を実施するとともに、

効率的・効果的な維持管理を推進することで、トータルコストの縮減・平準化を図る。 
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ア 修繕・更新等 

① 個別施設計画 

 施設の点検結果や背後地の重要度等を勘案し、修繕時期や方法等を計画し、施設

の健全化を図る。      

施設 個別施設計画の概要 策定状況 

堤防･海岸等 ･長寿命化計画（海岸毎） 
平成 30～令和 3 年度策定 

令和 6 年度改訂 

 

イ 統廃合の検討 

 －（該当なし）                      

 

ウ インフラ機能の適正化 

 －（該当なし）                     

 

エ 新技術の導入 

 新技術の開発に応じて、その実績等を勘案しながら新技術の活用を検討する。  

 

（３）耐震化の実施 

 背後地の重要度に応じて、今後、耐震調査の実施を検討する。 

 

（４）維持管理・更新等の情報共有と体制等の整備 

適切な維持管理を持続させるため、庁内体制の構築や他の施設管理者との連携を強化

するための取り組みを推進する。 

 

ア 施設管理者の体制づくり等 

① 庁内体制 

 港湾・漁港管理者と情報共有を図り、適切な施設管理体制の構築を図る。 

 港湾・漁港管理者と連携して、点検・診断に関する技術の均質化や点検者の技術

力の向上等に向けた取り組みを実施する。 

 

② 他施設管理者との連携や市町村等への支援 

 国の直轄海岸においては、国との情報共有を図りながら、維持管理に関する技術

力の向上に向けた取り組みを実施する。 

 

③ 利用者の理解と協働の推進 

 大学等と連携し、海岸に関する調査・研究の支援を行う。 
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イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組 

① 人材育成・確保の推進 

 海岸保全施設の点検等にあたり、コンサルタント等民間企業の技術力向上を図

るための支援体制構築を検討する。         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
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施設名 港湾施設 

 

１ 対象施設 

鳥取県が管理する港湾施設 

・港湾法第 2 条第 5 項において定義されている「港湾施設」(海岸保全施設除く) 
 

港湾 5 港（岸壁 4,306m、桟橋 592m、防波堤等 17,548m、橋梁 79m、物揚場等 3,356m、 

臨港道路 12,198m 等） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象施設 対象範囲 

水域施設 航路、泊地 

外郭施設 防波堤、防砂堤、導流堤、水門、閘門、護岸、突堤、離岸堤 

係留施設 岸壁、桟橋、物揚場、船揚場 

臨港交通施設 道路、橋梁 

航行援助施設 航路標識 

荷さばき施設 軌道走行式荷役機械、荷さばき地、上屋 

保管施設 倉庫、野積場、危険物置場、貯油施設 

船舶役務用施設 船舶のための給水施設、給油施設及び給炭施設 

港湾環境整備施設 緑地 

港湾管理施設 港湾管理事務所、港湾管理用資材倉庫 

 

 03 港 湾 課 

外郭施設 防波堤（鳥取港） 係留施設 岸壁（田後港） 利用状況（鳥取港） 

重要港湾 鳥取港 
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２ 現状と課題 

〈施設状況〉 

鳥取県が管理する港湾施設は、10 年後の令和 17 年には全港湾で整備着手後 50 年以上

経過する施設があることから、老朽化対策が急務となっている。 

施設 施設数 
50 年以上経過する施設の割合 

第 1 期策定時 
【H27】 

第 2 期策定時 
現在【R7】 

10 年後 
【R17】 

20 年後 
【R27】 

港湾 5 港 4 港[80%] 4 港[80%] 5 港[100%] 5 港[100%] 

令和 7年 3 月末現在 
 

〈取組状況〉 

 港湾施設については、点検の結果、施設機能に支障を来すような損傷の著しい施設

から優先して補修を実施している状況にある。 

 策定済の「維持管理計画」に基づき、メンテナンスサイクルの構築や計画的な長寿

命化対策の取り組みを進めることが必要である。 

 

３ 施策の方向性 

（１）メンテナンスサイクルの構築 

引き続き、日常点検・定期点検等を実施し、結果等の履歴を確実に蓄積するなど、メン

テナンスサイクル構築への取り組みを進める。 
 

ア 点検・診断 

 各施設について、下表のとおり日常点検・定期点検診断等を行い、施設の状態を

把握する。 

点検の種類 目的・内容 実施時期･頻度等 

初回点検 

･維持管理計画の策定にあたって、施設の初期

状態を把握するため 

･一般・詳細定期点検診断に準じた内容 

･竣工 2 年以内 

･既存施設については、順

次行う 

日常点検 

･大規模な変状の発見の他、荷役作業等の施設の

利用上の支障となるものを発見するため 

･基本は目視調査による 

･パトロール等に合わせて

実施する 

定期点検診断 

･変状の発生及び進行を効率的かつ早期に発

見するため 

･目視及び機器等を用いて変状に関する経時

的なデータを取得する 

一般定期点検 
(通常点検診断施設) 

･5 年に 1 回以上 
(重点点検診断施設） 

･3 年に 1 回以上 

詳細定期点検 
(通常点検診断施設) 

･供用期間中に 1 回以上 
(重点点検診断施設) 

･10～15 年に 1 回以上 

臨時点検診断 
･異常気象等による突発的な変状を把握するため 

･基本は目視調査による 

･地震時や荒天時等の異常

気象時の直後 
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イ 情報の蓄積と利活用 

 各施設の点検・診断結果や修繕・更新等の対策履歴等については、維持管理情報

データベースに情報を蓄積するとともに、今後の維持管理に活用する。 

 

ウ 基準等 

 港湾施設の点検・診断や修繕・更新等の実施にあたっては、国の基準類を適用する。 

対象 基準類の名称 策定･改定 

1 対象施設に

掲げる施設 

港湾の施設の点検診断ガイドライン 
平成 26 年 7 月策定 
令和 3年 3 月変更 

特定技術基準対象施設に関する報告の徴収及び

立入検査等のガイドライン 

平成 26 年 7 月策定 
令和 5年 3 月変更 

港湾荷役機械の点検診断ガイドライン 平成 26 年 7 月策定 

港湾の施設の維持管理計画策定ガイドライン 
平成 27 年 4 月策定 
令和 5年 3 月変更 

港湾荷役機械の維持管理計画策定ガイドライン 平成 28 年 3 月策定 

 

（２）中長期的なトータルコストの縮減・平準化 

策定済みの個別施設計画に基づいた取り組みを進めるとともに、適期に見直しを行い、

予防保全による維持管理を導入することで、トータルコストの縮減と平準化を図る。 

 

ア 修繕・更新等 

① 個別施設計画 

 港湾毎の「維持管理計画」を個別施設長寿命化計画と位置づけ、これに基づき計

画的な修繕・更新等に取り組む。 

 策定後の計画については、点検・診断や修繕・更新等の実施状況を踏まえ、適期

に計画の見直し・更新を行う。 

施設 個別施設計画の概要 策定状況 

港湾 ･港湾毎の「維持管理計画」に基づく計

画的な修繕・更新等により予算の平

準化を図る 

･維持管理計画策定済み 

 

② その他 

 附帯施設などの施設規模が小さく、予防保全による維持管理ではトータルコス

トの縮減・平準化が期待できない施設については、日常的なパトロール等により

状況監視を行い、機能低下や周辺環境への影響を勘案しながら、事後保全による

補修・更新等を行う。 
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イ 統廃合の検討 

 修繕・更新等を実施する際には、改めて施設の利用形態や背後地の土地利用形態

等、施設の必要性を検討し、必要に応じて統廃合を検討する。 

 

ウ インフラ機能の適正化 

 修繕・更新等を実施する際には、改めて施設の利用形態や背後地の土地利用形態

等、必要に応じてインフラ機能の適正化に努める。  

 

エ 新技術の導入 

 修繕・更新等に係る新技術や非破壊検査など、点検・診断等にかかる新手法の活

用について検討する。 

 港湾内における照明設備について、コスト縮減が可能な照明の LED 化を推進する

とともに、照明器具の更新期には LED 照明の採用を検討する。 

 

（３）耐震化の実施 

現在、耐震化を導入している港湾は 1 施設であるが、今後、新たな知見等を踏まえ、必

要に応じて検討していく。 

施設 対象要件 施設数 耐震化実施済施設数 

港湾 ･重要港湾鳥取港 １施設 １施設(3号岸壁） 

令和 7年 3 月末現在 

（４）維持管理・更新等の情報共有と体制等の整備 

今後、維持管理・更新等を効率的かつ計画的に実施するためには、点検・調査データ

を収集・蓄積するとともに、施設の性能を適切に評価・予測することが重要であること

から、維持管理情報データベースを活用し、情報の共有化を図る。 

また、修繕・更新等に対する適切な対策工法選定ができるよう施設管理職員の技術水

準向上に努める。 

 

ア 施設管理者の体制づくり等 

① 庁内体制 

 国土交通省港湾局が開催する、維持管理・更新等に関する法令制度や的確な点検・

診断、修繕・更新方法等に係る説明会・講習会に積極的に参加し、技術やノウハ

ウの取得、ストックマネジメントに関する意識醸成に取り組むことにより、技術

水準の向上を図る。 
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② 他施設管理者との連携や市町村等への支援 

 県内及び他県の港湾担当者との意見交換を行い、国等における最新の動向の情報

を共有する。 

 

③ 利用者の理解と協働の推進 

 維持管理・更新等に関し、現場実態に即した対応を推進するため、施設の状況に

関する情報提供などについて、港湾利用者との連携に努める。 

 

イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組 

① 人材育成・確保の推進 

 港湾施設の点検に関して、コンサルタント等民間企業の技術力向上を図るため、

今後、講習会等の情報を広く提供するなどして、人材の育成・確保に努める。 
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工程表 施設名：港湾施設

～令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

（～2025年度） （2026年度） （2027年度） （2028年度） （2029年度） （2030年度） （2031年度） （2032年度） （2033年度） （2034年度） （2035年度）

(1) メンテナンスサイクルの構築
　　ア 点検・診断

　　イ 情報の蓄積と利活用

　　ウ 基準等

(2) 中長期的なトータルコストの縮減・平準化
　　ア 修繕・更新等
　　　① 個別施設計画

　　イ 統廃合の検討

　　ウ インフラ機能の最適化

　　エ 新技術の導入

(3) インフラ長寿命化に向けた推進体制
　　ア 施設管理者の体制づくり等
　　　① 庁内体制

　　　② 他施設管理者との連携や市町村等への支援

　　　③ 利用者の理解と協働の推進

　　イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組
　　　① 人材育成・確保の推進

更新時に統廃合の可否について検討

日常点検

情報の蓄積・活用

国等の基準類を適用

計画に基づく修繕・更新

機能点検等の可否について検討

新技術活用の検討

港湾局開催の説明会講習会への参加

県内及び他県の港湾担当者との意見交換により最新の情報を共有

港湾利用者からの情報提供等

定期点検 【一般定期点検診断】（通常点検診断施設）５年に１回以上 （重点点検診断施設）３年に１回以上

【詳細定期点検診断】（通常点検診断施設）供用期間中に１回以上 （重点点検診断施設）１０～１５年に１回以上

計画見直し

講習会等の情報を広く提供
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施設名 港湾施設（海岸） 

 

１ 対象施設 

鳥取県が管理する海岸保全施設 

・海岸法第 2 条第 1 項の規定において定義されている「海岸保全施設」のうち、国土交

通省港湾局所管の施設 
 

港湾海岸 11 地区（護岸 7,135ｍ、離岸堤 1,665ｍ、突堤 991ｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 現状と課題 

〈施設状況〉 

県管理の海岸保全施設は、20 年後の令和 27 年には全地区で整備着手後 50 年以上経過

する施設があることから、老朽化対策が急務となっている。 

施設 施設数 
50 年以上経過する施設の割合 

第 1 期策定時 
【H27】 

第 2 期策定時 
現在【R7】 

10 年後 
【R17】 

20 年後 
【R27】 

海岸保全施設 11 地区 4 地区[36%] 8 地区[73%] 9 地区[82%] 11 地区[100%]

令和 7年 3 月末現在 

鳥取港海岸（西浜地区） 田後港海岸（浦富地区） 

赤碕港海岸 

（八橋・赤碕東・赤碕・赤碕西地区） 
逢坂港海岸（逢坂東・逢坂西地区） 
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〈取組状況〉 

 平成 26 年海岸法改定を踏まえ、令和 2 年度に海岸保全基本計画を改訂し、「海岸保全

施設の維持又は修繕に関する事項」等を盛り込んでいる。 

 海岸保全施設については、点検、巡視により施設の異常を確認したものから背後地の

利用状況等に応じて補修等を実施している。定期点検を適宜実施し、策定済みの長寿

命化計画を更新し、メンテナンスサイクルの構築や計画的な長寿命化対策の取り組み

を進める。 

 

３ 施策の方向性 

（１）メンテナンスサイクルの構築 

今後策定する長寿命化計画の中で維持管理計画についても定め、メンテナンスサイク

ル構築への取り組みを進めていく。 

 

ア 点検・診断 

 詳細については、今後策定する長寿命化計画の中で定めることとする。 

 下表にある定期点検等を行うことで、現況における施設状態を的確に把握する。 

点検の種類 目的・内容 実施時期･頻度等 

巡視 

･防護機能に影響を及ぼすような変状の有無を

確認する 

･目視による点検を基本とする 

随時 

異常時点検 

･地震・津波・高潮等の発生後に、施設の防護機

能に影響を及ぼすような変状の発生の有無を

把握する 

･目視による点検を基本とする。 

事案発生後可能な限り

速やかに 

定期点検 
･長寿命化計画策定時に行う 

･必要に応じ詳細調査を実施 
概ね 5 年に 1回 

 

イ 情報の蓄積と利活用 

 各施設の点検・診断結果、修繕・更新等の対策履歴等については、今後施設管理

データベースを構築し、情報を蓄積するとともに今後の維持管理に活用する。 

 

ウ 基準等 

 点検・診断や修繕・更新等の実施にあたっては、国の基準を適用する。 

対象 基準類の名称 策定･改定 

海岸保全施設 

（堤防･護岸） 
海岸保全施設維持管理マニュアル 

平成 26 年 3 月策定 

令和 5年 3 月変更 
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（２）中長期的なトータルコストの縮減・平準化 

港湾施設（海岸）に対する長寿命化計画を策定し、予防保全による維持管理を導入す

ることで、トータルコストの縮減・平準化を図る。 

 

ア 修繕・更新等 

① 個別施設計画 

 海岸毎に策定した「長寿命化計画」に基づき、計画的な修繕・更新等に取り組む。 

 点検・診断や修繕・更新等の実施状況を踏まえ、適期に計画の見直し・更新を行

う。 

施設 個別施設計画の概要 策定状況 

海岸 
･海岸毎の「長寿命化計画」に基づく計画的な修

繕･更新等により予算の平準化を図る 
策定済み 

 

イ 統廃合の検討 

 －（該当なし） 

 

ウ インフラ機能の適正化 

 修繕・更新等を実施する際には、改めて施設の利用形態や背後地の土地利用形態

等、必要に応じてインフラ機能の適正化に努める。 

 

エ 新技術の導入 

 修繕・更新等に係る新技術や非破壊検査など点検・診断等にかかる新手法の活用

について検討する。 

 

（３）耐震化の実施 

現時点では耐震化は検討していない。今後、新たな知見等を踏まえ、必要に応じて検討

していく。 

 

（４）維持管理・更新等の情報共有と体制等の整備 

今後、維持管理・更新等を効率的かつ計画的に実施するためには、点検・調査データ

を収集・蓄積するとともに、施設の性能を適切に評価・予測することが重要であること

から、維持管理情報データベースを活用し、情報の共有化を図る。 

また、修繕・更新等に対する適切な対策工法選定ができるよう施設管理職員の技術水

準向上に努める。 
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ア 施設管理者の体制づくり等 

① 庁内体制 

 国土交通省港湾局が開催する、維持管理・更新等に関する法令制度や的確な点

検・修繕方法等に係る説明会・講習会に積極的に参加し、技術やノウハウの取得、

ストックマネジメントに関する意識醸成に取り組むことにより、技術水準の向

上を図る。 

 他の海岸管理者と情報共有を図り、適切な施設管理体制の構築を図る。 

 他の海岸管理者と連携して、点検・診断に関する技術の均質化や点検者の技術の

向上等に向けた取り組みを実施する。 

 

② 他施設管理者との連携や市町村等への支援 

 他省庁所管の海岸担当者との意見交換を行い、国等における最新の動向の情報

を得るとともに、各海岸管理者が連携して維持管理に取り組む。 

 

③ 利用者の理解と協働の推進 

 維持管理・更新等に関し、現場実態に即した対応を推進するため、施設の状況に

関する情報提供などについて、海岸利用者との連携に努める。 

 

イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組 

① 人材育成・確保の推進 

 海岸保全施設の点検等にあたり、コンサルタント等民間企業の技術力向上を

図るため、点検要領等の講習会を実施するなど民間会社等の技術者の確保、

育成を図る。 
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工程表 施設名：港湾施設（海岸）

～令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

（～2025年度） （2026年度） （2027年度） （2028年度） （2029年度） （2030年度） （2031年度） （2032年度） （2033年度） （2034年度） （2035年度）

(1) メンテナンスサイクルの構築
　　ア 点検・診断

　　イ 情報の蓄積と利活用

　　ウ 基準等

(2) 中長期的なトータルコストの縮減・平準化
　　ア 修繕・更新等
　　　① 個別施設計画

　　イ 統廃合の検討

　　ウ インフラ機能の最適化

　　エ 新技術の導入

(3) インフラ長寿命化に向けた推進体制
　　ア 施設管理者の体制づくり等
　　　① 庁内体制

　　　② 他施設管理者との連携や市町村等への支援

　　　③ 利用者の理解と協働の推進

　　イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組
　　　① 人材育成・確保の推進

定期点検

日常点検

情報の蓄積・活用

国等の基準類を適用

施設の必要性について再検討

新技術活用の検討

港湾局開催の説明会講習会への参加

他省庁所管の海岸担当者との意見交換により最新の情報を共有

海岸利用者者からの情報提供等

講習会等の情報を広く提供

該当なし

計画見直し

計画に基づく修繕・更新
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施設名 港湾施設（境港管理組合） 

 

１ 対象施設 

境港管理組合が管理する港湾施設 

・港湾法第 2 条第 5 項の規定において定義されている「港湾施設」 

 

港湾 1 港（岸壁 4,559m、桟橋 451m、防波堤・波除堤 6,381m、護岸 14,505m、橋梁 1,659m、

物揚場 3,447m、臨港道路 18,946m 等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象施設 対象範囲 

港湾 1 港 

水域施設 航路、泊地 

外郭施設 防波堤、防潮堤、水門、護岸 

係留施設 
岸壁、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋、物

揚場、船揚場 

臨港交通施設 道路、駐車場、橋梁 

荷さばき施設 軌道走行式荷役機械、荷さばき地、上屋 

旅客施設 旅客乗降用固定施設 

保管施設 倉庫、野積場、貯木場、貯油施設 

船舶役務用施設 
船舶のための給水施設、給油施設及び給炭施

設、船舶保管施設 

廃棄物処理施設 廃棄物埋立護岸 

港湾環境整備施設 海浜、緑地 

 

昭和南 1～4 号岸壁 外港 1､2 号岸壁 
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２ 現状と課題 

〈施設状況〉 

境港管理組合が管理する港湾施設は、整備着手後 50 年以上経過する施設があることか

ら、老朽化対策が急務となっている。 

施設 施設数 
50 年以上経過する施設の割合 

第１期策定時 
【H27】 

第２期策定時 
現在【R7】 

10 年後 
【R17】 

20 年後 
【R27】 

港湾 1 港 1 港[100%] 1 港[100%] 1 港[100%] 1 港[100%] 

令和 7年 3 月末現在 

 

〈取組状況〉 

 港湾施設については、点検の結果、施設機能に支障を来すような損傷の著しい施設

から優先して補修を実施している状況にある。 

 策定済の「維持管理計画」に基づき、メンテナンスサイクルの構築や計画的な長寿

命化対策の取り組みを進めることが必要である。 

 

３ 施策の方向性 

（１）メンテナンスサイクルの構築 

引き続き、日常点検・定期点検等を実施し、結果等の履歴を確実に蓄積するなど、メン

テナンスサイクル構築への取り組みを進める。 

 

ア 点検・診断 

 各施設について、下表のとおり日常点検・定期点検診断等を行い、施設の状態を

把握する。 

点検の種類 目的・内容 実施時期･頻度等 

初回点検 

･維持管理計画の策定にあたって、施設の初

期状態を把握するため 

･一般・詳細定期点検診断に準じた内容 

･竣工 2 年以内 

･既存施設については、順

次行う 

日常点検 

･大規模な変状の発見の他、荷役作業等の施設

の利用上の支障となるものを発見するため 

･基本は目視調査による 

･パトロール等に合わせて

実施する 

定期点検診断 

･変状の発生及び進行を効率的かつ早期に

発見するため 

･目視及び機器等を用いて変状に関する経

時的なデータを取得する 

一般定期点検 
(通常点検診断施設) 

･5 年に 1 回以上 
(重点点検診断施設） 

･3 年に 1 回以上 
詳細定期点検 
(通常点検診断施設) 

･供用期間中に 1 回以上 
(重点点検診断施設） 

･10～15 年に 1 回以上 

臨時点検診断 

･異常気象等による突発的な変状を把握す

るため 

･基本は目視調査 

･地震時や荒天時等の異常

気象時の直後 
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イ 情報の蓄積と利活用 

 各施設の点検・診断結果や修繕・更新等の対策履歴については、維持管理情報デ

ータベースを活用し、情報を蓄積するとともに今後の維持管理に活用する。 

 

ウ 基準等 

 港湾施設の点検・診断や修繕・更新等の実施にあたっては、国の基準類を適用す

る。 

対象 基準類の名称 策定･改定 

1 対象施設に

掲げる施設 

港湾の施設の点検診断ガイドライン 
令和 2年 3 月変更 

令和 3年 3 月変更 

特定技術基準対象施設に関する報告の徴収及び

立入検査等のガイドライン 

平成 26 年 7 月策定 

令和 5年 3 月変更 

港湾荷役機械の点検診断ガイドライン 平成 26 年 7 月策定 

港湾の施設の維持管理計画策定ガイドライン 
令和 2年 3 月変更 

令和 5年 3 月変更 

港湾荷役機械の維持管理計画策定ガイドライン 平成 28 年 3 月策定 

 

（２）中長期的なトータルコストの縮減・平準化 

策定済みの個別施設計画に基づいた取り組みを進めるとともに、適期に見直しを行い、

予防保全による維持管理を導入することで、トータルコストの縮減と平準化を図る。 

 

ア 修繕・更新等 

① 個別施設計画 

港湾施設毎の「維持管理計画」を個別施設計画と位置づけ、それに基づき計画的な修

繕・更新等に取り組む。また、適期に計画の見直し・更新を行う。 

施設 個別施設計画の概要 策定状況 

港湾 

･港湾施設毎の「維持管理計画」に基

づく計画的な修繕・更新等により予

算の平準化を図る 

策定済 

 

② その他 

附帯施設などの施設規模が小さく、予防保全による維持管理ではトータルコストの

縮減・平準化が期待できない施設については、日常的なパトロール等により状況監視を

行い、機能低下や周辺環境への影響を勘案しながら、事後保全による補修・更新等を行

う。 
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イ 統廃合の検討 

 修繕・更新等を実施する際には、改めて施設の利用形態や背後地の土地利用形態

等、施設の必要性を検討し、必要に応じて統廃合を検討する。 

 

ウ インフラ機能の適正化 

 修繕・更新等を実施する際には、改めて施設の利用形態や背後地の土地利用形態

等、必要に応じてインフラ機能の適正化に努める。 

 

エ 新技術の導入 

 修繕・更新等に係る新技術や非破壊検査など、点検・診断等にかかる新手法の積

極的な活用を検討し、省力化・効率化を図る。 

 港湾内における照明設備について、コスト縮減が可能な照明の LED 化を推進する

とともに、照明器具の更新期には LED 照明の採用を検討する。 

 

（３）耐震化の実施 

 昭和南３号岸壁及び竹内南１号岸壁ついて耐震化が完了している。 

施設 対象要件 施設数 耐震化実施済施設数 

港湾 ･重要港湾境港 1 港湾 
1 港湾(昭和南 3 号岸壁) 

(竹内南 1号岸壁) 

令和 7 年 3月末現在 

 

（４）維持管理・更新等の情報共有と体制等の整備 

今後、維持管理・更新等を効率的かつ計画的に実施するためには、点検・調査データ

を収集・蓄積するとともに、施設の性能を適切に評価・予測することが重要であること

から、維持管理情報データベースへ点検結果や修繕等の履歴を蓄積し、情報の活用及び

共有化を図る。 

また、修繕・更新等に対する適切な対策工法選定ができるよう施設管理職員の技術水

準向上に努める。 

 

ア 施設管理者の体制づくり等 

① 庁内体制 

 国土交通省港湾局が開催する、維持管理・更新等に関する法令制度や的確な点検・

診断、修繕・更新方法等に係る説明会・講習会に積極的に参加し、技術やノウハ

ウの取得、ストックマネジメントに関する意識醸成に取り組むことにより、技術

水準の向上を図る。 
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② 他施設管理者との連携や市町村等への支援 

 県内及び他県の港湾担当者との意見交換を行い、国等における最新の動向の情報

を共有する。 

 

③ 利用者の理解と協働の推進 

 維持管理・更新等に関し、現場実態に即した対応を推進するため、施設の状況に

関する情報提供などについて、港湾利用者との連携に努める。 

 

イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組 

① 人材育成・確保の推進 

 港湾施設の点検に関して、コンサルタント等民間企業の技術力向上を図るため、

今後、講習会等の情報を広く提供するなどして、人材育成・確保に努める。 
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工程表 施設名：港湾施設（境港管理組合）

～令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

（～2025年度） （2026年度） （2027年度） （2028年度） （2029年度） （2030年度） （2031年度） （2032年度） （2033年度） （2034年度） （2035年度）

(1) メンテナンスサイクルの構築
　　ア 点検・診断

　　イ 情報の蓄積と利活用

　　ウ 基準等

(2) 中長期的なトータルコストの縮減・平準化
　　ア 修繕・更新等
　　　① 個別施設計画

　　　② その他

　　イ 統廃合の検討

　　ウ インフラ機能の最適化

　　エ 新技術の導入

(3) インフラ長寿命化に向けた推進体制
　　ア 施設管理者の体制づくり等
　　　① 庁内体制

　　　② 他施設管理者との連携や市町村等への支援

　　  ③ 利用者の理解と協働の推進

　　イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組
　　　① 人材育成・確保の推進

定期点検 【一般定期点検診断】（通常点検診断施設）５年に１回以上 （重点点検診断施設）３年に１回以上

【詳細定期点検診断】（通常点検診断施設）供用期間中に１回以上 （重点点検診断施設）１０～１５年に１回以上

日常点検

情報の蓄積・活用

国等の基準類を適用

計画見直し

計画に基づく修繕・更新

更新時に統廃合の可否について検討

機能点検等の可否について検討

新技術活用の検討

港湾局開催の説明会講習会への参加

県内及び他県の港湾担当者との意見交換により最新の情報を共有

港湾利用者からの情報提供等

講習会等の情報を広く提供
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施設名 港湾施設（海岸）（境港管理組合） 

 

１ 対象施設 

境港管理組合が管理する海岸保全施設 

・海岸法第 2 条第 1 項において定義されている「海岸保全施設」のうち、国土交通省港

湾局所管の施設 
 

港湾海岸 1地区（護岸 2,506ｍ） 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 現状と課題 

〈施設状況〉 

境港管理組合が管理する海岸保全施設は、整備完了後 50 年以上経過する施設があるこ

とから、老朽化対策が急務となっている。 

施設 施設数 
50 年以上経過する施設の割合 

第 1期策定時 

【H27】 
第 2期策定時 

現在【R7】 
10 年後 
【R17】 

20 年後 
【R27】 

海岸保全施設 1 地区 0 地区[0%] 1 地区[100%] 1 地区[100%] 1 地区[100%]

令和 7 年 3月末現在 

 

〈取組状況〉 

平成 26 年度に海岸法が改正され、海岸管理者は海岸保全施設を適切に維持管理するた

めの海岸保全基本計画を策定するとともに、今後、策定済の長寿命化計画及び海岸基本計

画に基づき適切な維持管理を実行していく。 

 

 

竹内南側護岸 昭和南地区東側護岸 
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３ 施策の方向性 

（１）メンテナンスサイクルの構築 

長寿命化計画に基づき、日常点検・定期点検等を実施し、結果等の履歴を確実に蓄積す

るなど、メンテナンスサイクルの取り組みを進めていく。 

 

ア 点検・診断 

詳細については、長寿命化計画によるものとするが、各施設について、下表のとおり

日常点検・定期点検診断等を行うことで、現況における施設状態を的確に把握する。 

点検の種類 目的・内容 実施時期・頻度等 

巡視 

･防護機能に影響を及ぼすような変状の有無

を確認する 

･目視による点検を基本とする 

随時 

異常時点検 

･地震・津波・高潮等の発生後に、施設の防護

機能に影響を及ぼすような変状の発生の有

無を把握する 

･目視による点検を基本とする 

事案発生後可能な限り

速やかに 

定期点検 
･長寿命化計画策定時 

･必要に応じ詳細調査を実施 
概ね 5 年に 1回 

 

イ 情報の蓄積と利活用 

各施設の点検・診断結果、修繕・更新等の対策履歴等については、今後施設管理デー

タベースを構築し、情報を蓄積するとともに今後の維持管理に活用する。 

 

ウ 基準等 

点検・診断、修繕・更新等の実施にあたっては、国の基準類を適用する。 

対象 基準類の名称 策定･改定 

海岸保全施設 

（堤防･護岸） 
海岸保全施設維持管理マニュアル 

令和 2年 6 月改定 
令和 5年 3 月変更 

 

（２）中長期的なトータルコストの縮減・平準化 

長寿命化計画に基づいた取り組みを進めるとともに、適期に見直しを行い、予防保全に

よる維持管理を導入することで、トータルコストの縮減・平準化を図る。 

 

ア 修繕・更新等 

① 個別施設計画 

 海岸毎の「長寿命化計画」を個別施設計画と位置付け、これに基づき計画的な修

繕・更新等に取り組む。 
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 策定済の計画については、点検・診断や修繕・更新等の実施状況を踏まえ、適期

に計画の見直し・更新を行う。 

施設 個別施設計画の概要 策定状況 

海岸 
･海岸毎の「長寿命化計画」に基づく計画的な修

繕・更新等により予算の平準化を図る 
策定済 

 

イ 統廃合の検討 

 －（該当なし） 

 

ウ インフラ機能の適正化 

 修繕・更新等を実施する際には、改めて施設の利用形態や背後地の土地利用形態

等、必要に応じてインフラ機能の適正化に努める。 

 

エ 新技術の導入 

 修繕・更新等に係る新技術や非破壊検査など点検・診断等にかかる新手法の積極

的な活用を検討し、省力化・効率化を図る。 

 

（３）耐震化の実施 

現時点では耐震化は検討していない。今後、新たな知見等を踏まえ、必要に応じて検討

していく。  

 

（４）維持管理・更新等の情報共有と体制等の整備 

今後、維持管理・更新等を効率的かつ計画的に実施するためには、点検・調査データを

収集・蓄積するとともに、施設の性能を適切に評価・予測することが重要であることから、

点検結果や修繕等の履歴を蓄積するためのデータベース化を実施し、情報の活用及び共

有化を図る。 

また、修繕・更新等に対する適切な対策工法選定ができるよう施設管理職員の技術水準

向上に努める。 

 

ア 施設管理者の体制づくり等 

① 庁内体制 

 国土交通省港湾局が開催する、維持管理・更新等に関する法令制度や的確な点

検・修繕方法等に係る説明会・講習会に積極的に参加し、技術やノウハウの取得、

ストックマネジメントに関する意識醸成に取り組むことにより、技術水準の向

上を図る。 

 他の海岸管理者と情報共有を図り、適切な施設管理体制の構築を図る。 

 他の海岸管理者と連携して、点検・診断に関する技術の均質化や点検者の技術の

向上等に向けた取り組みを実施する。 
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② 他施設管理者との連携や市町村等への支援 

 他省庁所管の海岸担当者との意見交換を行い、国等における最新の動向の情報

を得るとともに、各海岸管理者が連携して維持管理に取り組む。 

 

③ 利用者の理解と協働の推進 

 維持管理・更新等に関し、現場実態に即した対応を推進するため、施設の状況に

関する情報提供などについて、海岸利用者との連携に努める。 

 

イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組 

① 人材育成・確保の推進 

 海岸保全施設の点検等にあたり、コンサルタント等民間企業の技術力向上を図

るため、点検要領等の講習会を実施するなど民間会社等の技術者の確保、育成を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

工程表 施設名：港湾施設（海岸）（境港管理組合）

～令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

（～2025年度） （2026年度） （2027年度） （2028年度） （2029年度） （2030年度） （2031年度） （2032年度） （2033年度） （2034年度） （2035年度）

(1) メンテナンスサイクルの構築
　　ア 点検・診断

　　イ 情報の蓄積と利活用

　　ウ 基準等

(2) 中長期的なトータルコストの縮減・平準化
　　ア 修繕・更新等
　　　① 個別施設計画

　　　② その他

　　イ 統廃合の検討

　　ウ インフラ機能の最適化

　　エ 新技術の導入

(3) インフラ長寿命化に向けた推進体制
　　ア 施設管理者の体制づくり等
　　　① 庁内体制

　　　② 他施設管理者との連携や市町村等への支援

　　  ③ 利用者の理解と協働の推進

　　イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組
　　　① 人材育成・確保の推進

日常点検

情報の蓄積・活用

国等の基準類を適用

計画見直し

計画に基づく修繕・更新

施設の必要性について再検討

新技術活用の検討

港湾局開催の説明会講習会への参加

他省庁所管の海岸担当者との意見交換により最新の情報を共有

海岸利用者からの情報提供等

講習会等の情報を広く提供

定期点検 定期点検

該当なし
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施設名 漁港施設 

 

１ 対象施設 

鳥取県が管理する漁港施設 

・漁港漁場整備法第 2条において定義されている「漁港」において、同法第 3条におい

て定義されている「漁港施設」 
 

漁港4港（岸壁4,343ｍ、防波堤等7,298ｍ、物揚場等2,309ｍ、臨港道路7,262ｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象施設 対象範囲 

漁港施設 

外郭施設 
防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘門、護岸、
堤防、突堤及び胸壁 

係留施設 
岸壁、物揚場、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋及び
船揚場 

水域施設 航路及び泊地 

輸送施設 道路及び橋 

漁港施設用地 用地護岸及び人工地盤 

漁港浄化施設 公害防止のための導水施設その他の浄化施設 

外郭施設 防波堤（第 3種 網代漁港） 輸送施設 道路（特定第 3 種 境漁港） 

係留施設 岸壁（特定第 3 種 境漁港） 特定第 3種 境漁港 
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２ 現状と課題 

〈施設状況〉 

鳥取県が管理する全ての漁港では、整備着手後 50 年以上経過する施設があることから、

老朽化対策が急務となっている。 

施設 施設数 
50 年以上経過する施設の割合 

第１期策定時 
【H27】 

第２期策定時 
現在【R7】 

10 年後 
【R17】 

20 年後 
【R27】 

漁港施設 4 港 4 港[100%] 4 港[100%] 4 港[100%] 4 港[100%] 

令和 7年 3 月末現在  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈取組状況〉 

 漁港施設では、施設の長寿命化を図るとともに維持管理費の平準化を目的とし、平

成 21 年度に漁港毎の「機能保全計画」を策定し、平成 27 年度までに「機能保全計

画」で定めた当面の保全工事（長寿命化対策）の実施が完了している。 

 平成 29 年度から再度点検を行い、「機能保全計画」の見直しを行うとともに、同計

画で定めた保全工事を実施している。 

 

３ 施策の方向性 

（１）メンテナンスサイクルの構築 

引き続き、日常点検・定期点検を実施し、結果等の履歴を確実に蓄積するなど、メンテ

ナンスサイクルの取り組みを進めていく。 

 

ア 点検・診断 

 各施設について、下表のとおり日常点検・定期点検を行い、施設の状態を把握す

る。 

 

 

外郭施設の劣化状況 

（消波ブロックのひび割れ） 

係留施設の劣化状況 

（汀線付近の劣化） 
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点検の種類 目的・内容 実施時期・頻度等 

日常点検 

･簡易調査において把握された老朽化状況の確

認、新たな老朽化の発見のため 

･簡易調査に沿った目視調査 

1 年に 1 回 

臨時点検 

･台風による高波浪の来襲後、地震の発生後等

施設の変状、損傷等の有無等の把握のため 

･簡易調査に沿った目視調査 

事案発生後可能な限り

速やかに 

定期点検 
･現行の機能保全計画書の見直しのため 

･必要に応じ詳細調査を実施 

施設の重要性に応じて 

概ね 5 年に 1回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 情報の蓄積と利活用 

 各施設の点検・診断の結果や、修繕・更新等の対策履歴については、今後施設管

理データベースを構築し、情報を蓄積するとともに今後の維持管理に活用する。 

 

ウ 基準等 

 漁港施設の点検・診断や修繕・更新等の実施あたっては、国の基準類を適用する。 

対象 基準類の名称 策定･改定 

１に掲げる施設 

水産基盤施設ストックマネジメントのための

ガイドライン 

平成 27 年 5 月策定 

令和 6年 4 月改訂 

水産基盤施設機能保全計画策定の手引き 
平成 27 年 5 月策定 

令和 6年 4 月改訂 

 

（２）中長期的なトータルコストの縮減・平準化 

既に策定している個別施設計画に基づいた取り組みを進めるとともに、適期に見直し

を行い、予防保全による維持管理を導入することで、トータルコストの縮減と平準化を図

る。 

 

 

定期点検の状況 
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ア 修繕・更新等 

① 個別施設計画 

 漁港毎の「機能保全計画」を個別施設長寿命化計画と位置付け、これに基づき計

画的な修繕・更新等に取り組む。 

 策定後の計画については、点検・診断や修繕・更新等の実施状況を踏まえ、適期

に計画の見直し・更新を行う。 

施設 個別施設計画の概要 策定状況 

漁港施設 
･漁港毎の「機能保全計画」に基づく計画的な修

繕･更新等により予算の平準化を図る 

平成21年度策定済み 

平成29年度～見直し 

 

② その他 

 附帯施設などの施設規模が小さく、予防保全による維持管理ではトータルコス

トの縮減・平準化が期待できない施設については、日常的なパトロール等により

状況監視を行い、機能低下や周辺環境への影響を勘案しながら、事後保全による

補修・更新等を行う。 

 

イ 統廃合の検討 

 今後の水産業の動向、人口減少及び漁業者の高齢化等の社会構造の変化を踏まえ、

必要に応じて、市町が管理する漁港との統合・再編を検討する。 

 

ウ インフラ機能の適正化 

 今後の水産業の動向、人口減少及び漁業者の高齢化等の社会構造の変化等を踏ま

え、必要に応じて、施設機能の機能転換や施設の有効活用などを踏まえた見直し

を行う。 

 

エ 新技術の導入 

 修繕・更新等に係る新技術や非破壊検査など点検・診断等にかかる新手法の活用

について検討する。 

 漁港内における照明設備について、コスト縮減が可能な照明の LED 化を推進する

とともに、照明器具の更新期には LED 照明の採用を検討する。 

 

（３）耐震化の実施 

 大規模地震時においても、安定した水揚げ・水産物の流通を確保するため、主要な

岸壁を耐震化し、災害に強い安全な漁港を構築する。 
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施設 対象要件 施設数 耐震化実施済施設数 

漁港 ･特定第 3 種漁港境漁港 

･第 3 種漁港網代漁港 

･第 2 種漁港泊漁港 

1 施設 

1 施設 

1 施設 

1 施設(2 号岸壁) 

1 施設(陸揚岸壁(-4.5m)) 

1 施設(岸壁(-3.0m)) 

令和 7年 3 月末現在 

（４）維持管理・更新等の情報共有と体制等の整備 

今後、維持管理・更新等を効率的かつ計画的に実施するためには、点検・調査データ

を収集・蓄積するとともに、施設の性能を適切に評価・予測することが重要であること

から、点検結果や修繕等の履歴を蓄積するためのデータベース化を実施し、情報の活用

及び共有化を図る。 

また、修繕・更新等に対する適切な対策工法選定ができるよう施設管理職員の技術水

準向上に努める。 

 

ア 施設管理者の体制づくり等 

① 庁内体制 

 農林水産省水産庁等が開催する、維持管理・更新等に関する法令制度や的確な点

検・修繕方法等に係る説明会・講習会に積極的に参加し、技術やノウハウの取得、

ストックマネジメントに関する意識醸成に取り組むことにより、技術水準の向

上を図る。 

 

② 他施設管理者との連携や市町村等への支援 

 市町管理漁港の適切な維持管理を推進できるよう、漁港関係事業制度、漁港管理、

機能保全事業等に関する研修会を開催し、市町漁港管理者との連携を強化する。 

 

③ 利用者の理解と協働の推進 

 維持管理・更新等に関し、現場実態に即した対応を推進するため、施設の状況に

関する情報提供などについて、漁業関係者との連携に努める。 

 

イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組 

① 人材育成・確保の推進 

 漁港にかかる工事については、周辺海域の自然環境や水生生物の生息環境に配

慮した施工を監理する施工環境監理者の配置を入札条件とし、資格取得を促す

ことで、漁港工事に精通した人材育成を進めている。 
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工程表 施設名：漁港施設

～令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

（～2025年度） （2026年度） （2027年度） （2028年度） （2029年度） （2030年度） （2031年度） （2032年度） （2033年度） （2034年度） （2035年度）

(1) メンテナンスサイクルの構築
　　ア 点検・診断

　　イ 情報の蓄積と利活用

　　ウ 基準等

(2) 中長期的なトータルコストの縮減・平準化
　　ア 修繕・更新等
　　　① 個別施設計画

　　　② その他

　　イ 統廃合の検討

　　ウ インフラ機能の最適化

　　エ 新技術の導入

(3) インフラ長寿命化に向けた推進体制
　　ア 施設管理者の体制づくり等
　　　① 庁内体制

　　　② 他施設管理者との連携や市町村等への支援

　　　③ 利用者の理解と協働の推進

　　イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組
　　　① 人材育成・確保の推進

更新時に統廃合の可否について検討

定期点検

（施設の重要度に応じ順次）

日常点検

情報の蓄積・活用

国等の基準類を適用

計画見直

（点検結果に基づき随時更新）

計画に基づく修繕・更新

附帯施設等
パトロールによる状況監視結果に基づく補修・更新

機能点検等の可否について検討

新技術活用の検討・推進

水産庁開催の説明会講習会への参加

研修会の開催による市町との技術的な連携

漁業者からの情報提供等

分野全般 小規模施設

資格取得を促すことで、漁港工事に精通した人材育成の推進
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施設名 漁港施設（海岸） 

 

１ 対象施設 

鳥取県が管理する海岸保全施設 

・海岸法第 2 条第 1 項において定義されている「海岸保全施設」のうち農林水産省水産

庁が所管する施設 

 

漁港海岸 3 箇所（護岸 2,520ｍ、離岸堤 1,414ｍ、突堤 1,206ｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 現状と課題 

〈施設状況〉 

県管理の海岸保全施設は、20 年後の令和 27 年には全地区で整備着手後 50 年以上経過

する施設があることから、老朽化対策が急務となっている。 

施設 施設数 
50 年以上経過する施設の割合 

第 1 期策定時 
【H27】 

第 2 期策定時 
現在【R7】 

10 年後 
【R17】 

20 年後 
【R27】 

海岸保全施設 3 箇所 1 箇所[33%] 2 箇所[67%] 2 箇所[67%] 3 箇所[100%] 

令和 7年 3 月末現在  

 

離岸堤（淀江漁港海岸） 護岸（網代漁港海岸） 

網代漁港海岸 

（赤線：海岸保全区域） 
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〈取組状況〉 

平成 26 年度の水産庁インフラ長寿命化計画（行動計画）に基づき、令和 2 年度までに

個別施設計画に相当する計画として、漁港海岸ごとの長寿命化計画を策定する必要があ

ることから、維持管理を適切に実行していくために、平成 28 年度に漁港海岸ごとに長寿

命化計画を策定し、老朽化対策の実施と効率的なメンテナンスサイクルの取組を進めて

いる。 

 

３ 施策の方向性 

（１）メンテナンスサイクルの構築 

策定した長寿命化計画の中で維持管理計画についても定めており、メンテナンスサイ

クルの取り組みを進めていく。 

 

ア 点検・診断 

 詳細については、策定した長寿命化計画の中で定めたとおりとする。 

 下表にある定期点検等を行うことで、現況における施設状態を的確に把握する。 

点検の種類 目的・内容 実施時期・頻度等 

巡視 

･防護機能に影響を及ぼすような変状の有無を確

認する 

･目視による点検を基本とする 

随時 

異常時点検 

･地震・津波・高潮等の発生後に、施設の防護機

能に影響を及ぼすような変状の発生の有無を把

握する 

･目視による点検を基本とする 

事案発生後可能な限り

速やかに 

定期点検 
･長寿命化計画策定時 

･必要に応じ詳細調査を実施 
概ね 5 年に 1回 

 

イ 情報の蓄積と利活用 

各施設の点検結果、修繕・更新等の対策履歴等については、今後施設管理データベー

スを構築し、情報を蓄積するとともに今後の維持管理に活用する。 

 

ウ 基準等 

点検・診断、修繕・更新については、国の基準類を適用する。 

対象 基準類の名称 策定･改定 

海岸保全施設 

（堤防･護岸） 
海岸保全施設維持管理マニュアル 

平成 26 年 3 月策定 

令和 5年 3 月変更 
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（２）中長期的なトータルコストの縮減・平準化 

漁港施設（海岸）に対する長寿命化計画に基づき、予防保全による維持管理を導入す

ることで、トータルコストの縮減・平準化を図る。 

 

ア 修繕・更新等 

① 個別施設計画 

 海岸毎の「長寿命化計画」を策定し、これに基づいた計画的な修繕・更新等に取

り組む。 

 策定後の計画については、点検・診断や修繕・更新等の実施状況を踏まえ、適期

に計画の見直し・更新を行う。 

施設 個別施設計画の概要 策定状況 

海岸 
･海岸毎の「長寿命化計画」に基づく計画的な修

繕・更新等により予算の平準化を図る 
平成 28 年度策定済 

 

② その他 

 海岸保全施設のうち突堤・離岸堤等については、国のマニュアルが示されていな

いことから、今後の動向を踏まえ実施について検討する。 

 

イ 統廃合の検討 

 －（該当なし） 

 

ウ インフラ機能の適正化 

 修繕・更新等を実施する際には、改めて施設の利用形態や背後地の土地利用形態等、

必要に応じてインフラ機能の適正化に努める。 

 

エ 新技術の導入 

 修繕・更新等に係る新技術や非破壊検査など点検・診断等にかかる新手法の活用に

ついて検討する。 

 

（３）耐震化の実施 

現時点では耐震化は検討していない。今後、新たな知見等を踏まえ、必要に応じて検討

していく。  

 

（４）維持管理・更新等の情報共有と体制等の整備 

今後、維持管理・更新等を効率的かつ計画的に実施するためには、点検・調査データ

を収集・蓄積するとともに、施設の性能を適切に評価・予測することが重要であること



59 

 

から、点検結果や修繕等の履歴を蓄積するためのデータベース化を実施し、情報の活用

及び共有化を図る。 

また、修繕・更新等に対する適切な対策工法選定ができるよう施設管理職員の技術水

準向上に努める。 

 

ア 施設管理者の体制づくり等 

① 庁内体制 

 農林水産省水産庁等が開催する、維持管理・更新等に関する法令制度や的確な点検・

修繕方法等に係る説明会・講習会に積極的に参加し、技術やノウハウの取得、スト

ックマネジメントに関する意識醸成に取り組むことにより、技術水準の向上を図る。 

 他の海岸管理者と情報共有を図り、適切な施設管理体制の構築を図る。 

 他の海岸管理者と連携して、点検・診断に関する技術の均質化や点検者の技術の向

上等に向けた取り組みを実施する。 

 

② 他施設管理者との連携や市町村等への支援 

 他省庁所管の海岸担当者との意見交換を行い、国等における最新の動向の情報を得

るとともに、各海岸管理者が連携して維持管理に取り組む。 

 市町管理漁港海岸の適切な維持管理を推進できるよう、海岸関係事業制度、海岸管

理、長寿命化計画等に関する研修会を開催し、市町漁港管理者に対する技術的な連

携を強化する。 

 

③ 利用者の理解と協働の推進 

 維持管理・更新等に関し、現場実態に即した対応を推進するため、施設の状況に関

する情報提供などについて、海岸利用者との連携に努める。 

 

イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組 

① 人材育成・確保の推進 

 漁港海岸にかかる工事については、周辺海域の自然環境や水生生物の生息環境に配

慮した施工を監理する施工環境監理者の配置を入札条件とし、必要な資格の取得を

促すことで、漁港海岸工事に精通した人材育成を進めている。 
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工程表 施設名：漁港施設（海岸）

～令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

（～2025年度） （2026年度） （2027年度） （2028年度） （2029年度） （2030年度） （2031年度） （2032年度） （2033年度） （2034年度） （2035年度）

(1) メンテナンスサイクルの構築
　　ア 点検・診断

　　イ 情報の蓄積と利活用

　　ウ 基準等

(2) 中長期的なトータルコストの縮減・平準化
　　ア 修繕・更新等
　　　① 個別施設計画

　　イ 統廃合の検討

　　ウ インフラ機能の最適化

　　エ 新技術の導入

(3) インフラ長寿命化に向けた推進体制
　　ア 施設管理者の体制づくり等
　　　① 庁内体制

　　　② 他施設管理者との連携や市町村等への支援

　　　③ 利用者の理解と協働の推進

　　イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組
　　　① 人材育成・確保の推進

定期点検

（概ね５年に１回）

日常点検

情報の蓄積・活用

国等の基準類を適用

計画策定
（随時更新）

計画に基づく修繕・更新

施設の必要性について再検討

新技術活用の検討

水産庁開催の説明会講習会への参加・他の管理者との連携

研修会の開催による市町との技術的な連携

利用者者からの情報提供等

該当なし

資格取得を促すことで、漁港工事に精通した人材育成の推進
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施設名 砂防関係施設 

  

１ 対象施設 

鳥取県が管理する砂防関係施設 

・砂防法第1条において定義されている「砂防設備」、地すべり等防止法第2条第3項にお

いて定義されている「地すべり防止施設」、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法

律第2条第2項において定義されている「急傾斜地崩壊防止施設」、及び地方財政法第16

条において定義されている「雪崩防止施設」等 
 

砂防設備 6,431 ユニット※1（砂防堰堤 1,108 基）、急傾斜地崩壊防止施設 355 区域、

地すべり防止施設 144 ブロック、雪崩防止施設 32 ブロック（12 箇所） 等 

※1 ユニットとは、堰堤工・床固工・帯工等の横断構造物と、それに付随する護岸工等を一連
の設備とした単位。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 現状と課題 

〈施設状況〉 

県管理の砂防関係施設のうち砂防えん堤等の砂防設備では、20 年後の令和 27 年で約

78％が供用後 50 年以上経過することから、老朽化対策が急務となっている。 

施設 施設数 
50 年以上経過する施設の割合 

第 1 期策定時
【H27】 

第 2 期策定時 
現在【R7】 

10 年後 
【R17】 

20 年後 
【R27】 

砂防設備 6,431 ユニット 9.8％ ※2 26％ ※2 52％ ※2 78％ ※2

                                                           令和７年３月末現在 

※2 施設数 6,431 ﾕﾆｯﾄのうち完成年代が確認可能な 1,989 ﾕﾆｯﾄについて割合算出している。 

 

〈取組状況〉 

砂防関係施設では、平成 30 年度に長寿命化計画を策定し、メンテナンスサイクルを考

慮した計画的な維持管理を実施している。 

 

 

 04 治 山 砂 防 課 

砂防設備 

（大滝谷川、鳥取市） 

地すべり防止施設 

（古市地区、鳥取市佐治町） 

急傾斜地崩壊防止施設 

（上橋津地区、湯梨浜町） 

集水井 
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３ 施策の方向性 

（１）メンテナンスサイクルの構築 

巡視点検の結果に基づき、必要に応じて詳細な点検を実施するとともに、この点検結果

や点検結果に基づいた修繕等の履歴情報をデータベース化し、この情報を維持管理に活

用するなど、適切なメンテナンスサイクルの構築を進める。 

 

ア 点検・診断 

 全施設を対象に 5 年に 1 回の頻度で定期点検を実施する。また、異常気象や地元

要望等により追加で点検が必要となった場合は、緊急点検及び臨時点検を実施す

る。 

 上記施設点検による結果に基づき、個々の砂防関係施設の構造特性や材料特性を

踏まえた上で、機能の低下、性能の劣化状況を把握し、その程度に応じて砂防関

係施設の健全度等を評価する。 

施設 頻度 点検･診断方法等 実施状況 

砂防関係施設 

砂防設備 

地すべり防止施設 

急傾斜地崩壊防止施設 

雪崩防止施設 

原則 5 年に 

1 回 

･目視点検等（計測、打

音、観察）を基本 

平成 24 年度 

から実施 

 

イ 情報の蓄積と利活用 

 効率的かつ適切な維持管理を進めるため、砂防関係施設等維持管理システム（仮

称）を構築し、施設の点検結果や補修・修繕等の履歴情報のデータベース化を推

進する。 

対象 データベース名 運用状況 

砂防関係施設 
砂防設備 

地すべり防止施設 

急傾斜地崩壊防止施設 

雪崩防止施設 

鳥取県砂防関係情報管理システム 平成 22 年度運用開始 

鳥取県砂防インフラ維持管理シス
テム 

令和 4 年度運用開始 

 

ウ 基準等 

 点検・診断や修繕・更新等ついては、国の基準を適用するほか、県が策定した次表

の基準類を適用する。 

 平成 28 年度に、「鳥取県砂防関係施設長寿命化計画策定マニュアル」及び「砂防関

係施設点検要領（案）鳥取県補足版」を策定した。 
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対象 基準類の名称 策定･改定 

砂防関係施設 

砂防設備 

地すべり防止施設 

急傾斜地崩壊防止施設 

雪崩防止施設 

砂防・治山関係施設点検の
実施方針（案） 

平成 24 年 9 月策定(鳥取県) 
平成 26 年 10 月改定 

砂防関係施設点検要領
（案） 

平成26年9月策定(国土交通省) 
令和7年4月改定(国土交通省) 

鳥取県砂防関係施設長寿
命化計画策定マニュアル 

平成 28 年 9 月策定(鳥取県) 
令和 2年 8 月改定 

砂防関係施設点検要領
（案）鳥取県補足版 

平成 28 年 9 月策定(鳥取県) 

 

（２）中長期的なトータルコストの縮減・平準化 

砂防関係施設については、施設の劣化や損傷状況に応じた効率的・効果的な維持管理に

基づいた施設更新を行い、トータルコストの縮減・平準化に取り組む。 

 

ア 修繕・更新等 

① 個別施設計画 

 「砂防設備」、「地すべり防止施設」、「急傾斜地崩壊防止施設」、「雪崩防止施設」

については、劣化や損傷の進行を見極めながら、修繕・更新等を行う。 

 上記施設については、次表のとおり長寿命化計画を策定し、維持管理・更新等に

係るトータルコストの縮減と平準化を図り、計画的な修繕・更新等に取り組む。 

施設 個別施設計画の概要 策定状況 

砂防関係施設 

砂防設備 

地すべり防止施設 

急傾斜地崩壊防止施設 

雪崩防止施設 

･構造、損傷の状態（洗堀、ひび割れ

や部材の断面欠損の程度等）、流域

の状況、さらに施設の機能の低下及

び性能の劣化の発生原因等を踏ま

え、長寿命化計画を策定 

平成 30 年度に策定

完了 

 

イ 統廃合の検討 

 砂防関係施設は土砂災害から人命や資産を守る防災施設であることから、原則撤

去等は馴染まない。 

 社会状況の変化や流域の荒廃状況、保全対象施設等の状況を考慮して、統合等が

可能な施設については機能の適正化に努める。 

 

ウ インフラ機能の適正化 

 土砂災害から人命や資産を守る砂防関係施設は防災施設であり、流域の荒廃状況

や保全対象施設等の状況を考慮して機能の適正化を判断することとなるため、他

のインフラとは性質が異なる。 

 受益者の理解や予算確保のための説明等、またソフト対策との関係など住民理解

や防災意識啓発と一体的に考える必要がある。 
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エ 新技術の導入 

 点検や補修・修繕等に係わる新技術については、使用実績や費用対効果等を勘案

し、必要に応じて活用の検討を行う。 

 

（３）耐震化の実施 

砂防関係施設は技術指針等においても経験的に耐震性を有するという観点で、一部を

除いて耐震性設計は実施していない。また既存施設においても現行指針等に沿った施設

長寿命化を図ることとしており特段の耐震化の予定はない。 

 

（４）維持管理・更新等の情報共有と体制等の整備 

鳥取県砂防関係情報管理システム及び鳥取県砂防インフラ維持管理システムの再点検

や機能向上等のシステム改良を行うとともに、積極的な活用により、各機関での情報の

共有化を図る。 

また国事業者との連携を深め、継続的な維持管理が可能となるよう、必要な体制を構

築する。 

 

ア 施設管理者の体制づくり等 

① 庁内体制 

 点検結果の均質化や点検者の技術力向上を図るため、職員及びボランティアの

方々を対象として、 点検要領・方法等の講習会を必要に応じて開催する。 

 

② 他施設管理者との連携や市町村等への支援 

 法定外公共物（特に青線）と砂防関係施設との関係を整理し、受益者にとっての

効用効果を勘案し、協同、一体的な管理が可能となるよう連携を進める。 

 

③ 利用者の理解と協働の推進 

 土砂災害対策の受益者、行為制限内の土地所有者（がけ地、谷地など）との関係、

日常的な土砂災害危険区域（箇所）内の民地管理について、防災対策の効果や自

助と公助との関係を意識啓発するなど、県民等の防災意識に対する醸成を図り、

適正な維持管理の協働を推進する。 

 

イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組 

① 人材育成・確保の推進 

 メンテナンスサイクルの構築に向け、コンサルタント等民間企業の技術力向上

を図るための取り組みを進める。 
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工程表 施設名：砂防関係施設

～令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

（～2025年度） （2026年度） （2027年度） （2028年度） （2029年度） （2030年度） （2031年度） （2032年度） （2033年度） （2034年度） （2035年度）

(1) メンテナンスサイクルの構築
　　ア 点検・診断

　　イ 情報の蓄積と利活用

　　ウ 基準等

(2) 中長期的なトータルコストの縮減・平準化
　　ア 修繕・更新等
　　　① 個別施設計画

　　　② その他

　　イ 統廃合の検討

　　ウ インフラ機能の最適化

　　エ 新技術の導入

(3) インフラ長寿命化に向けた推進体制
　　ア 施設管理者の体制づくり等
　　　① 庁内体制

　　　② 他施設管理者との連携や市町村等への支援

　　　③ 利用者の理解と協働の推進

　　イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組
　　　① 人材育成・確保の推進

定期点検（５年に１回）

長寿命化計画に基づく取組と計画見直し（５年程度目処）

臨時点検及び緊急点検（必要に応じ）

システム機能改良

「鳥取県砂防関係施設長寿命化計画策定マニュアル」及び「砂防関係施設点検要領（案）鳥取県補足版」の適用

（長寿命化計画は全施設を対象に策定するが、策定に馴染まないカテゴリがあれば適宜検討を実施）

（防災施設であり原則撤去等は馴染まないが、流域の荒廃や保全対象の状況等を考慮して必要に応じ統合等を検討）

最適化は、必要に応じソフト対策との関係（住民や受益者の理解、防災意識啓発）と一体的に検討

新技術の活用検討

点検要領・方法等の講習会実施

法定外公共物との関係整理と協同・一体的管理のための連携に取り組む

受益者・土地所有者への防災対策に関する意識啓発により理解を深め、協働による適正管理を推進

研修会の開催など民間会社等の技術者の技術向上の取組

新システム運用開始
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施設名 治山施設  

 

１ 対象施設 

鳥取県が管理する治山施設  

・森林法第 41条において定義されている「保安施設事業に係る施設」、地すべり等防止法

第 2 条第 3 項において定義されている「地すべり防止施設」、及び公共土木施設災害復

旧事業費国庫負担法等による「山林施設災害復旧事業及び山林施設災害関連事業により

整備された施設」 
 

治山ダム 3,915 基、集水井工 15 基、防潮工等  

 

 

２ 現状と課題  

〈施設状況〉 

 

 

 

 

 

２ 現状と課題 

〈施設状況〉 

治山施設の代表的な施設である治山ダムでは、20 年後の令和 27 年で 82％が供用後 50

年以上を経過する。施設の効用により森林が健全な状態に回復し、施設の役割を終えたた

め維持管理の必要がないと考えられるものも多いが、保全対象に近接する施設などにつ

いては老朽化対策が急務となっている。 

施設 施設数 
50 年以上経過する施設の割合 

第 1 期策定時 
【H27】 

第 2 期策定時 
現在【R7】 

10 年後 
【R17】 

20 年後 
【R27】 

治山ダム 3,915 基 761 基[19%] 1666 基[43%] 2516 基[64%] 3202 基[82%] 

集水井工 15 基 0 基[0%] 0 基[0%] 0 基[0%] 15 基[100%] 

令和 7年 3 月末現在 

〈取組状況〉 

施設の中には、積雪寒冷地帯、海岸部等の自然条件の厳しい箇所に整備されたものもあ

り、近年の局所的な豪雨や台風による自然災害の発生が想定される状況である。治山関係

施設では、令和２年度に個別施設計画を策定し、メンテナンスサイクルを考慮した計画的

な維持管理を実施している。

治山ダム（谷止工） 

（江府町 久連地区） 

集水井工 

（智頭町 大呂地区） 

防潮護岸工 

（湯梨浜町 はわい長瀬地区） 
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３ 施策の方向性  

（１）メンテナンスサイクルの構築 

すべての治山施設について、定期的な点検を実施するとともに、点検結果や修繕履歴等

をデータベース化し、維持管理に活用していくことで、適切なメンテナンスサイクルを構

築する。 

 

ア 点検・診断 

 治山施設については、当面、治山施設点検実施要領（令和 4 年策定 治山砂防課）

に基づき通常点検（定期的に実施）及び緊急点検（異常な自然現象が発生した後

に実施）を実施する。 

施設 頻度 点検・診断方法等 実施状況 

治山施設 
通常点検 

原則10年に1回の頻度 

･目視点検等（触診、打診、

観察）を基本 

平成 24 年度 

から実施 

 

イ 情報の蓄積と利活用 

 治山施設の点検結果や修繕履歴等については、鳥取県山地災害危険地区情報シス

テムに登載し、継続的に効果的かつ効率的な維持管理の実施に向けて活用する。 

対象 データベース名 運用状況 

治山施設 鳥取県山地災害危険地区情報システム 平成 19 年度から運用 

 

ウ 基準等 

 点検・診断や修繕・更新等の実施にあたっては、林野庁が策定した「治山施設個

別施設計画策定マニュアル」、「治山施設に係る個別施設計画策定のためのガイド

ライン（平成 28 年 3 月）」、及び「鳥取県長寿命化計画策定（治山施設）点検方法

等補足説明資料（令和元年度）」を適用する。 

対象 基準類の名称 策定･改定 

治山施設 

治山施設点検実施要領 令和 4年 4 月策定 

治山施設に係る個別施設計画策定のた

めのガイドライン 
平成 28 年 3 月策定（林野庁） 

治山施設個別施設計画策定マニュアル 平成 30 年 3 月策定（林野庁） 

鳥取県長寿命化計画策定（治山施設）点

検方法等補足説明資料 
令和元年度策定 
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（２）中長期的なトータルコストの縮減・平準化 

治山施設については、施設の劣化や損傷状況に応じて効率的・効果的な維持管理・更

新等に取り組む。 

ア 修繕・更新等 

① 個別施設計画 

 次の施設については、個別施設計画を策定し、計画的な修繕、更新等に取り組む。 

 個別施設長寿命化計画の策定に当たっては、林野庁が策定した「治山施設個別施

設計画策定マニュアル」、「治山施設に係る個別施設計画策定のためのガイドライ

ン（平成 28 年 3 月）」、及び「鳥取県長寿命化計画策定（治山施設）点検方法等

補足説明資料（令和元年度）」に基づくものとする。 

施設 個別施設計画の概要 策定状況 

治山施設 

･構造、損傷の状態（洗掘、ひび割れや部材の断面

欠損の状況等）、流域の状況、さらに施設の機能の

低下及び性能の劣化の発生原因等を踏まえ、個別

施設計画を策定 

令和 3年 3 月策定 

（令和 4年 8月改訂） 

 

② その他 

 老朽化に伴う経年劣化等により施設が損傷した場合であっても、その影響の及

ぼす範囲が限定的であるなど、第三者に被害を及ぼす等の重大な事故を引き起

こす可能性が極めて小さい施設や、規模が小さく予防保全による維持管理でト

ータルコストの縮減効果が限定的な施設などは、事後的な措置を行うなどによ

り補修、更新を行う。 

 

イ 統廃合の検討 

 治山施設は、森林の維持造成を通じて山地災害防止機能を確保する施設であるた

め、原則、撤去等の措置は馴染まないが、流域の荒廃状況や保全対象施設等の状況

を考慮して、統合等が可能な施設については適正化に努める。 

 

ウ インフラ機能の適正化 

 治山施設において、斜面の安定や渓岸の浸食防止等が図られ、保安林の指定目的が

十分達成されていること、森林の国土保全機能等の発揮が持続的に確保されると

考えられること、等を勘案し、必要な維持管理・更新等のあり方について検討する。 

 

エ 新技術の導入 

 限られた人員と予算の中で維持管理・更新等を効果的かつ効率的に実施するため、

関係機関と連携しつつ、新技術が導入された先進的な取組事例を収集・把握し、現

場の実態に応じ、積極的に新技術の活用に取り組む。 
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（３）耐震化の実施 

治山施設は技術指針等においても経験的に耐震性を有するという観点で、一部を除い

て耐震性設計は実施していない。また既存施設においても現行指針等に沿った施設長寿

命化を図ることとしており特段の耐震化の予定はない。 

 

（４）維持管理・更新等の情報共有と体制等の整備 

維持管理・更新等の基礎となる台帳類の再点検を行うとともに、鳥取県山地災害危険

地区情報管理システムの活用により、各機関での情報の共有化を図る。 

また国事業者との連携を深め、継続的な維持管理が可能となるよう、必要な体制を構

築する。 

 

ア 施設管理者の体制づくり等 

① 庁内体制 

 点検結果の均質化や点検・診断者の技術力向上を図るため職員及びボランティ

アの方々を対象として、点検要領・方法等の講習会を必要に応じて開催する。 

 

② 他施設管理者との連携や市町村等への支援 

 市町が事業主体である単県斜面崩壊復旧事業の施設などについて、情報共有を

図るなど連携した取り組みを進める。 

 

③ 利用者の理解と協働の推進 

 事業を実施する際に、地域住民等に維持管理の必要性の理解を醸成するよう努

める。 

 

イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組 

① 人材育成・確保の推進 

 メンテナンスサイクルの構築に向け、コンサルタント等民間企業の技術力向上

を図るための取り組みを進める。 
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施設名 農地防災施設  

 

１ 対象施設 

鳥取県が管理する農地防災施設 

・地すべり等防止法第 2 条第 3 項において定義されている「地すべり防止施設」及び海

岸法第 2 条第 1 項において定義されている「海岸保全施設」のうち農林水産省農村振

興局所管の施設  
 

地すべり防止施設 9 箇所、海岸保全施設 3 箇所 

                        

                        

                          

 

 

 

２ 現状と課題 

〈施設状況〉 

地すべり防止施設については 50 年以上経過する施設の割合が 20 年後の令和 27 年まで

は 0％であるが、30 年後には一挙に 89％にまでおよび、急激な老朽化施設の増加が懸念

されている。 

また、海岸保全施設については、20 年後の令和 27 年は 33%が供用後 50 年を経過する

ことから、老朽化対策が急務となっている。 

施設 施設数 
50 年以上経過する施設の割合 

第 1 期策定時 
【H27】 

第 2 期策定時 
【R7】 

10 年後 
【R17】 

20 年後 
【R27】 

地すべり防止施設   9 箇所 0 箇所[0%] 0 箇所[0%] 0 箇所[0%] 0 箇所[0%] 

海岸保全施設   3 箇所 1 箇所[33%] 1 箇所[33%] 1 箇所[33%] 1 箇所[33%] 

令和 7年 3 月末現在 

地すべり防止施設 

焼杉地区（伯耆町） 

 05 農 地 ・ 水 保 全 課 

海岸保全施設 

日光地区（鳥取市） 
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〈取組状況〉 

地すべり防止施設については令和元年度までに長寿命化計画を策定し、長寿命化対策

の取り組みを進めてる。また、海岸保全施設については目視による点検結果等から、その

都度修繕や更新整備等を行っている。 

 

３ 施策の方向性 

（１）メンテナンスサイクルの構築 

農地防災施設について、定期的な点検・診断を行うとともに診断結果の情報等をデータ

ベース化するなど、メンテナンスサイクルの構築を進める。  

 

ア 点検・診断 

 定期的な点検･診断を行い、健全度を把握する。また、緊急点検が必要となった場

合は、随時点検を行う。   

施設 頻度 点検・診断方法等 実施状況 

地すべり防止施設 
5 年に 1 回程度を

基本として行う 
･目視点検等を基本とする 

平成23年度から

実施 

海岸保全施設 
1 年に 1 回程度を

基本として行う 
･目視点検等を基本とする 過年度から実施 

 

イ 情報の蓄積と利活用 

 点検･診断結果や補修･更新の履歴等の情報については、施設管理者（県）が適切

に整備･保管するものとする。 

 今後、既存の施設管理データベース（水土里情報システム）を利用し、点検・診

断の結果や修繕・補修等の履歴データを蓄積し、維持管理に活用することで、効

果的･効率的な施設保全を行う。 

対象 データベース名 運用状況 

地すべり防止施設 水土里情報システム 平成 22 年度から運用 

海岸保全施設 水土里情報システム 平成 22 年度から運用 

 

ウ 基準等 

 点検・診断や修繕・更新等の実施にあたっては、国の基準を参考とする。 

対象 基準類の名称 策定･改定 

地すべり防止施設 
地すべり防止施設の機能保全の手
引き   ～統合版～ 

平成 29 年 3 月改定 

海岸保全施設 海岸保全施設維持管理マニュアル 令和 2年 6 月改定 
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（２）中長期的なトータルコストの縮減・平準化 

農地防災施設については、施設の劣化や損傷状況に応じて効率的・効果的な保全管理や

更新整備等に取り組む。  

 

ア 修繕・更新等 

① 個別施設計画 

 次の施設については、個別施設に対する長寿命化計画に基づいた計画的な修繕・

更新等に取り組む。  

施設 個別施設計画の概要 策定状況 

地すべり防止施設 
･点検･診断結果をもとに、長寿命化の計

画を策定する 

令和元年度までに全地

区策定済 

 
② その他 

 海岸保全施設については、施設の規模、受益面積等が小さく予防保全に基づいた

維持管理を実施することが経済的に不利となること、被害を防止する施設が別

に設置されており重大な事故につながる可能性が極めて低い施設であることか

ら、個別施設計画の策定対象外とし、年に 1 回実施している目視による点検結果

に基づき、その都度修繕・更新等の検討を行うこととする。 

 

イ 統廃合の検討 

 修繕・更新等を実施する際には施設の利用形態・受益地の状況等、必要性を検討

し、必要に応じて統廃合を検討する。 
 

ウ インフラ機能の適正化 

 修繕･更新等については、保全対象区域や農地防災施設の利用状況等を考慮する

とともに、点検・診断結果に基づきながら、適正実施に努めていく。 

 

エ 新技術の導入 

 国で推進する機能診断手法及び施設保全に係る対策工法等の新技術の導入に関

する情報収集に努め、当該技術の活用について検討する。  

 

（３）耐震化の実施 

地すべり防止施設については、施設整備に適用する農林水産省の基準（土地改良事業計

画設計基準「農地地すべり防止対策」）において、「地すべりブロックは通常粘性土斜面と

みなし地震等の短絡的な振動の影響は著しく小さいという考え方から地震力は考慮しな

い」こととされており、耐震化を行うことは考えていない。 

海岸保全施設については、施設の規模、受益面積等が小さく、被害を防止する施設が別

に設置されており重大な事故につながる可能性が極めて低いことから、耐震化を行うこと

は考えていない。 
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（４）維持管理・更新等の情報共有と体制等の整備 

適切な維持管理を持続させるため、庁内体制の構築や施設管理受託者（市町）等との連

携を強化するための取り組みを推進する。 

 

ア 施設管理者の体制づくり等 

① 庁内体制 

 点検結果の均質化や点検者の技術力向上を図るため、農林水産省や農村工学研究

所等が主催する研修への参加も検討するなど、職員の技術力向上に努める。 

  

② 他施設管理者との連携や市町村等への支援 

 施設管理受託者（市町）との定期点検の協同実施を推進する。又、区域内にある

市町村道や農地防災施設との関連施設管理者等と情報の共有化を推進する。 

 農林水産省や農村工学研究所等が主催する研修を市町へ情報提供し、積極的な参

加を促す等点検者の技術力向上に努める。 

  

③ 利用者の理解と協働の推進 

 －（特になし） 

 

イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組 

① 人材育成・確保の推進 

 メンテナンスサイクルの構築に向け、コンサルタント等民間企業の技術力向上を

図るための支援体制の構築を検討する。 
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工程表 施設名：農地防災施設

～令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

（～2025年度） （2026年度） （2027年度） （2028年度） （2029年度） （2030年度） （2031年度） （2032年度） （2033年度） （2034年度） （2035年度）

(1) メンテナンスサイクルの構築
　　ア 点検・診断

　　イ 情報の蓄積と利活用

　　ウ 基準等

(2) 中長期的なトータルコストの縮減・平準化
　　ア 修繕・更新等
　　　① 個別施設計画

　　　② その他

　　イ 統廃合の検討

　　ウ インフラ機能の最適化

　　エ 新技術の導入

(3) インフラ長寿命化に向けた推進体制
　　ア 施設管理者の体制づくり等
　　　① 庁内体制

　　　② 他施設管理者との連携や市町村等への支援

　　  ③ 利用者の理解と協働の推進

　　イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組
　　　① 人材育成・確保の推進

地すべり防止施設点検（５年に１回程度） 地すべり防止施設点検（５年に１回程度）点検

海岸保全施設定期点検（年に１回程度）

地すべり防止施設 診断・点検記録等情報の蓄積、活用

「地すべり防止施設の機能保全の手引き」及び「海岸保全施設維持管理マニュアル」を参考

計画に基づく取組

海岸保全施設 定期点検（年に１回）結果に基づき、随時修繕等対応を実施

施設の適正化

新技術活用の検討

農林水産省等主催の研修の活用

農林水産省等主催の研修等情報提供

民間会社の技術者への支援体制を検討

修繕・更新等を実施する際には施設の利用形態・受益地の状況等、必要性を検討し、必要に応じて統廃合を検討する。

特になし

海岸保全施設 点検記録等情報の蓄積、活用

地すべり長寿命化計

画（10年に１回程度）
地すべり長寿命化計画（10年に１回程度）
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施設名 林道施設     

 

１ 対象施設 

鳥取県が管理する林道施設 

・林道規程第 7 条における定義により「林道台帳に記載された施設」 
 

橋梁 17 橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 現状と課題 

〈施設状況〉 

県管理の林道橋りょうでは、20 年後の令和 27 年で 82％が供用後 50 年以上を経過する

ことから、老朽化対策が急務となっている。 

施設 施設数 
50 年以上経過する施設の割合 

策定時 
【H27】 

現在 
【R7】 

10 年後 
【R17】 

20 年後 
【R27】 

橋梁 17 橋 7 橋[41%] 9 橋[53%] 13 橋[76%] 14 橋[82%] 

 令和 7年 3月現在 

 

〈取組状況〉 

 平成 30 年度と令和 2 年度に鳥取県林道施設長寿命化計画（個別施設計画）を策定

しており、計画的に長寿命化対策への取り組みを進めている。 

  

 06 県 産 材 ・ 林 産 振 興 課 

林道橋梁 坂ノ元線 1 号基 

（智頭町） 

林道橋梁 内井谷線 1 号基 

（日野町） 
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３ 施策の方向性 

（１）メンテナンスサイクルの構築 

定期的な点検・診断を実施するとともに、点検・診断の結果やこれに基づいた修繕等の

履歴を蓄積し、適切な維持管理の実施に活用できるようデータベース化を進める。 

 

ア 点検・診断 

 次の施設については、日常的な維持管理における通常点検とは別に、定期点検の実

施により損傷度を把握する。 

施設 頻度 点検・診断方法等 実施状況 

橋梁 
1 回／5 年 

程度 

･近接目視を標準とし、橋

梁の健全性を診断する。 
平成 28 年度～ 

 

イ 情報の蓄積と利活用 

 点検・診断の結果やこれに基づく修繕等の履歴については、データベースに蓄積

し、今後の維持管理に活用する。 

対象 データベース名 運用状況 

橋梁 県管理林道橋梁データベース 運用中 

 

ウ 基準等 

 点検・診断や修繕・更新等については、林野庁の「林道施設長寿命化対策マニュ

アル」（H28.3）等を適用する。 

対象 基準類の名称 策定･改定 

橋梁 「林道施設長寿命化対策マニュアル」 平成 27 年度策定 

 

（２）中長期的なトータルコストの縮減・平準化 

施設の劣化や損傷状況に応じた効率的かつ効果的な維持管理・更新等に取り組むこと

で、トータルコストの縮減と平準化を図る。 

 

ア 修繕・更新等 

① 個別施設計画 

 次の施設については、個別施設の長寿命化計画を策定し、計画的な修繕、更新等

に取り組む。 

施設 個別施設計画の概要 策定状況 

橋梁 
･施設の優先度、点検時期、対策内容等を策
定する 

全橋策定済 
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イ 統廃合の検討 

 修繕・更新等を実施する際には施設の利用形態、必要性を検討し、必要に応じて

統廃合を検討する。 

 

ウ インフラ機能の適正化 

 修繕・更新等を実施する際には、施設の利用形態等を再確認し、施設機能の適正

化に努める。 

 

エ 新技術の導入 

 新技術が開発され、その効果が確認されたものについては必要に応じて導入を検

討する。 

 

（３）耐震化の実施 

 現時点においては、既存施設の利用状況、施設の規模を勘案し、耐震化を行うこと

は考えていない。今後、利用状況や交通量等の変化を勘案し、適期、検討していく。 

 

（４）維持管理・更新等の情報共有と体制等の整備 

庁内体制を整え、市町村等との連携を図る。         

 

ア 施設管理者の体制づくり等 

① 庁内体制 

 点検結果の均質化や点検者の技術力向上のため講習会等を通じて、人材育成を

図っていく。 

 

② 他施設管理者との連携や市町村等への支援 

 市町村等の他施設管理者においてもインフラ長寿命化の取り組みが推進される

よう、助言や情報提供などの支援を適宜行う。 

 

③ 利用者の理解と協働の推進 

 －（特になし） 

 

イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組 

① 人材育成・確保の推進 

 林道橋りょうの点検等にあたり、コンサルタント等民間企業の技術力向上を図

るための支援体制の構築を検討する。 
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工程表 施設名： 林道施設

～令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

（～2025年度） （2026年度） （2027年度） （2028年度） （2029年度） （2030年度） （2031年度） （2032年度） （2033年度） （2034年度） （2035年度）

(1) メンテナンスサイクルの構築
　　ア 点検・診断

　　イ 情報の蓄積と利活用

　　ウ 基準等

(2) 中長期的なトータルコストの縮減・平準化
　　ア 修繕・更新等
　　　① 個別施設計画

　　イ 統廃合の検討

　　ウ インフラ機能の最適化

　　エ 新技術の導入

(3) インフラ長寿命化に向けた推進体制
　　ア 施設管理者の体制づくり等
　　　① 庁内体制

　　　② 他施設管理者との連携や市町村等への支援

　　　③ 利用者の理解と協働の推進

　　イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組
　　　① 人材育成・確保の推進

橋梁点検（５年程度に１回） 橋梁点検（５年程度に１回）

橋梁長寿命化計画に基づく取組

情報の蓄積・活用

「鳥取県道路橋りょう定期点検マニュアル」を準用

施設の利用形態等を再確認し、施設機能の適正化

新技術活用の検討

点検方法等の講習会への参加等を通じた人材育成

助言、情報提供

技術向上を図るための取組を検討

修繕・更新等を実施する際には施設の利用形態、必要性を検討し、必要に応じて統廃合を検討する。

特になし

点検
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施設名 空港施設  

 

１ 対象施設 

鳥取空港 

・空港法第 5 条において定義される「空港」及び空港機能を確保する上で必要な「空港

土木施設」、「航空灯火」なお、国際会館等の建築物及びその附帯施設は「鳥取県公共

施設等総合管理計画」を参照のこと 
 

空港土木施設（滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン、標識施設、排水施設、場周柵、道

路・駐車場、照明施設、電源施設等） 
 

米子空港関連施設 

連絡歩道橋、駐車場、防音堤等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

場周柵 

航空灯火 

鳥取空港全景 

滑走路 
誘
導
路 

エプロン 

駐車場 

 07 交 通 政 策 課 
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２ 現状と課題 

〈施設状況〉 

滑走路などの施設は平成 26～27 年に舗装改修工事を実施、航空灯火等施設は令和 5 年

度から LED 導入を進めており、令和 12 年までに全ての LED 更新を予定している。 

施設 施設数 
15 年以上経過する施設の割合 

第 1 期策定時 
【H27】 

第 2 期策定時 
現在【R7】 

10 年後 
【R17】 

20 年後 
【R27】 

滑走路 1 本 50％ 50％ 100％ 100％ 

誘導路 2 本 20％ 100％ 100％ 100％ 

エプロン 3 箇所 100％ 100％ 100％ 100％ 

航空灯火 1 式 10％ 90％ 0％(LED 更新) 100％ 

令和 7年 3 月末現在  

〈取組状況〉 

 鳥取県では、空港の維持管理の標準的な事項を示した「空港内の施設の維持管理指

針」に基づき、平成 26 年に「鳥取空港維持管理・更新計画」を策定、令和 4 年に

更新しており、今後はこの計画に基づき着実に実施する。 

 

３ 施策の方向性 

（１）メンテナンスサイクルの構築 

引き続き、日常点検・定期点検を実施し、結果等の履歴を確実に蓄積するなど、メンテ

ナンスサイクルの取り組みを進めていく。 

 

ア 点検・診断 

 各施設について、下表のとおり日常点検・定期点検を行い、施設の状態を把握する。 

施設 頻度 点検･診断方法等 

滑走路 

誘導路 

エプロン 

3～4 回／年 ･基本施設の状況把握のための巡回点検 

1 回／1～3 年 
･「空港内の施設の維持管理指針」に基づき、目

視を基本とした路面性状調査を実施 

航空灯火 

日常、適宜 

1 回／年 

（点検項目に応じて） 

･「飛行場灯火施設保守要領」に基づき、目視を

基本とした点検を実施 

 

イ 情報の蓄積と利活用 

 各施設の点検・診断の結果や修繕・更新等の対策履歴等については、適切に保管し、

今後の維持管理に活用する。 

 

 



82 

 

ウ 基準等 

 空港施設の点検・診断や修繕・更新等にあたっては、国の基準類を適用する。 

 

（２）中長期的なトータルコストの縮減・平準化 

既に策定している個別施設計画（鳥取空港維持管理・更新計画）に基づいた取り組を進

めるとともに、適期に見直しを行うことで、トータルコストの縮減と平準化を図る。 

 

ア 修繕・更新等 

① 個別施設計画 

 個別施設計画（鳥取空港維持管理・更新計画）に基づき、計画的な維持・更新等

に取り組み、空港内の施設の供用性、航空機の運航に対する安定性等を確保する。 

 個別施設計画に基づく点検・診断や修繕・更新等を着実に実施するとともに、同

計画の進捗状況を勘案しながら PDCA サイクルによる継続的な計画の改善を行う。  

施設 個別施設計画の概要 策定状況 

滑走路 

誘導路 

エプロン 

排水路 

場周柵 

駐車場等 

･「鳥取空港維持管理・更新計画書」に基づき、

空港内の供用性、航空機の運航に対する安定

性等の確保並びに長寿命化を図り、維持･更新

にかかる予算の平準化を図る（5 年程度を目

安として見直し） 

平成 26 年度策定 

令和 4 年度改訂 

航空灯火 
･灯火施設の劣化診断評価により更新計画をた

て、維持･更新を実施する 
平成 25 年度改定 

 

イ 統廃合の検討 

 当該施設は東・中部圏域の生活活動、経済活動及び観光振興において欠かせない

施設であり、現時点では統廃合は検討していない。 

 

ウ インフラ機能の適正化 

 適宜、施設に求められている役割や機能を再確認し、必要に応じて質的向上や附

帯施設の見直し等を検討する。 

 

エ 新技術の導入 

 点検、診断や修繕工事に係る新技術については、国の開発、導入を参考とし現場

への導入・普及に取り組む。 

 

（３）耐震化の実施 

液状化判定の結果、滑走路東側約 2,000m は液状化しにくい地盤と判定されるため、緊

急時に救援物資等を輸送するために必要な最低限の滑走路延長は確保されている。 
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施設 対象要件 施設数 耐震化実施済施設数 

滑走路 ･液状化 1 本[2,000m] 対策不要 

令和 7年 3 月末現在 

（４）維持管理・更新等の情報共有と体制等の整備 

今後、維持管理・更新等を効率的かつ計画的に実施するためには、点検・調査データ

を収集・蓄積するとともに、施設の性能を適切に評価・予測することが重要であること

から、点検結果や修繕等の履歴を蓄積するためのデータベース化を実施し、情報の活用

及び共有化を図る。 

また、修繕・更新等に対する適切な対策工法選定ができるよう施設管理職員の技術水

準向上に努める。 

 

ア 施設管理者の体制づくり等 

① 庁内体制 

 国土交通省航空局及び国土技術政策総合研究所が開催する維持管理・更新等に

係る意見交換会や講習会に参加し、実務の遂行能力及び資質の向上を図る。 

 平成 27 年 4 月から RAG（他飛行場援助業務）の運用を開始しており、事前に担

当職員の習熟訓練を行いながら、体制の強化を図っているところである。 

 

② 他施設管理者との連携や市町村等への支援 

 航空サービスを提供する上で不可欠な施設を管理運営する空港機能施設事業者

（鳥取空港ビル(株)等）と密接に連携して、必要に応じて点検情報等の共有を図

る。 

 

③ 利用者の理解と協働の推進 

 「空の日」の関連行事として「鳥取空港フェスタ」を開催し、県民をはじめ多く

の方に鳥取空港への理解と関心を高めて頂く。 

 

イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組 

① 人材育成・確保の推進 

 毎年、国の防災センターの訓練に参加することで、消火救難業務に従事する者の

技術の確保、育成を図り、空港施設を継続して適正に運営できるよう努める。 
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工程表 施設名：鳥取空港施設

～令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

（～2025年度） （2026年度） （2027年度） （2028年度） （2029年度） （2030年度） （2031年度） （2032年度） （2033年度） （2034年度） （2035年度）

(1) メンテナンスサイクルの構築
　　ア 点検・診断

　　イ 情報の蓄積と利活用

　　ウ 基準等

(2) 中長期的なトータルコストの縮減・平準化
　　ア 修繕・更新等
　　　① 個別施設計画

　　イ 統廃合の検討

　　ウ インフラ機能の最適化

　　エ 新技術の導入

(3) インフラ長寿命化に向けた推進体制
　　ア 施設管理者の体制づくり等
　　　① 庁内体制

　　　② 他施設管理者との連携や市町村等への支援

　　　③ 利用者の理解と協働の推進

　　イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組
　　　① 人材育成・確保の推進

基本施設
巡回点検（３～４回/年）

分野全般 基本施設

基本施設

路面性状調査（１回/１～３年）

航空灯火
点検（１回/年）

航空灯火 その他

情報の蓄積・活用

国の基準等の適用

基本施設

計画に基づく取組

航空灯火

「飛行場灯火施設保守要領」に基づく補修・更新

空港機能施設事業者との連携

質的向上、附帯施設の見直し等

新技術活用の検討

国が開催する維持管理に係る研修等への参加

空港フェ スタ等の開催

消火救難業務の人材育成

該当なし
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施設名 天神川流域下水道施設 
 

１ 対象施設 

鳥取県が管理する下水道施設 

・下水道法第 2 条第 2項において定義されている「下水道施設」 
 

終末処理場 1 箇所、中継ポンプ場 1箇所、管路 28.6ｋｍ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

２ 現状と課題 

〈施設状況〉 

天神浄化センターは、昭和 59 年 1 月の供用開始であり、41 年（R6 年度末）が経過して

いる。 

また、若土ポンプ場は平成元年 4月に供用開始であることから、36 年（R6 年度末）が

経過しているところである。 

幹線管渠では、昭和 59 年 1 月から部分供用を開始し、平成 13 年度に全線での供用を

開始している。 

現在までに、50 年以上経過する施設は無いが、10 年後には天神浄化センターと幹線管

渠の約 12％が 50 年以上経過し、20 年後にはさらに、若土ポンプ場と幹線管渠の約 74％

が 50 年以上を経過するなど、老朽化対策が急務となっている。 

施設 施設数 
50 年以上経過する施設の割合 

第 1期策定時 

【H27】 
第 2期策定時 

現在【R7】 
10 年後 
【R17】 

20 年後 
【R27】 

終末処理場 1 箇所 0 箇所[0%] 0 箇所[0%] 1 箇所[100%] 1 箇所[100%]

中継ポンプ場 1 箇所 0 箇所[0%] 0 箇所[0%] 0 箇所[0%] 1 箇所[100%]

管路等 28.6km 0km[0%] 0km[0%] 3.5km[12%] 21.1km[74%]

令和 7年 3 月末現在 

 

 

 

終末処理場 

（天神浄化センター） 

中継ポンプ場 

（若土ポンプ場） 

管 路 

（幹線管渠） 

 08 水 環 境 保 全 課 
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〈取組状況〉 

管路、終末処理場及び若土ポンプ場については、令和２年度末にストックマネジメント

計画を策定し、施設全体のライフサイクルコストの低減、及び事業費の平準化が図れるよ

う取り組んでいる。 

 

３ 施策の方向性 

（１）メンテナンスサイクルの構築 

終末処理場や中継ポンプ場で実施している点検に加え、定期的に施設の調査・診断も行

うとともに、他の施設についても定期的に点検・調査・診断を実施し、これらの結果を、

データベース化することにより蓄積し、メンテナンスサイクルを構築する。 

 

ア 点検・診断 

 下水道施設の機能を安定して確保するため、日常点検及び施設に応じた定期点検

（1 回／週、1 回／1 ヶ月、1 回／6 ヶ月、1 回／年）を行う。 

 日常的な維持管理の点検保守とは別に、次のとおり定期的な調査・診断を行い、

損傷度を把握する。 

施設 頻度 調査・診断方法等 実施状況 

終末処理場 
1 回／ 

概ね 5 年 

･｢下水道事業のストックマネジメ

ント実施に関するガイドライン-

2015 年版-｣に基づく点検によ

り、健全度を判定 

令和 7 年度～2 巡目 

中継ポンプ場 
1 回／ 

概ね 5 年 

･｢下水道事業のストックマネジメ

ント実施に関するガイドライン-

2015 年版-｣に基づく点検によ

り、健全度を判定 

令和 7 年度～2 巡目 

管路等 
1 回／ 

概ね 5 年 

･｢下水道事業のストックマネジメ

ント実施に関するガイドライン-

2015 年版-｣に基づく点検によ

り、健全度を判定 

令和 7 年度～4 巡目 

令和 7年 3 月末現在 

 令和７年度は、埼玉県八潮市で発生した下水道管路の破損に起因する道路陥没事

故を受け、内径 2m かつ 1994 年以前に設置・改築された管路を対象に特別重点調

査を実施（調査延長：941m）。対象施設の健全度を見直した結果、今回調査した全

延長が緊急度Ⅱ（5 年以内に対策を実施）と判定されたため、5 年以内の対策完了

に向けて事業を進めていく。 

 

イ 情報の蓄積と利活用 

 施設の点検・診断結果及びこれに基づく修繕・更新等の履歴については、データ

ベースに蓄積し、今後の維持管理に活用する。 
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対象 データベース名 運用状況 

終末処理場 
天神川流域処理施設管理システム 
（処理場・ポンプ場） 

運用中 

中継ポンプ場 
天神川流域処理施設管理システム 
（処理場・ポンプ場） 

運用中 

管路等 
天神川流域処理施設管理システム 
（管路） 

運用中 

 

ウ 基準等 

 国土交通省による｢下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライ

ン-2015 年版-｣に基づいて、点検・調査計画及び改築・修繕計画を策定する。 

 

（２）中長期的なトータルコストの縮減・平準化 

管路と終末処理場及び中継ポンプ場で実践しているストックマネジメント計画に基づ

き、安定的かつ安全な下水処理を確保したうえで施設の延命化を図り、トータルコストの

縮減・平準化に取り組む。 

 

ア 修繕・更新等 

① 個別施設計画 

 施設毎にストックマネジメント計画を策定し、機能発揮上、重要な施設で調査に

より劣化状況の把握が可能である施設は状態監視保全による対策を実施し、劣化

状態の把握が困難な施設は時間計画保全により対策を実施する。 

 また、機能上、特に重要でない施設については事後保全により対策を実施する。 

 改築計画は、直近の点検・調査結果に基づき５年毎に計画を更新する。なお、次

回の改築計画の更新は令和７年度を予定しており、管路の特別重点調査等の直近

の点検・調査結果を踏まえた改築計画を策定する。 

 

施設 個別施設計画の概要 策定状況 

管路施設 ･ストックマネジメント計画（施設全体） 
令和 2 年度策定 

令和 7年 3 月改定 

処 理 場 ･ストックマネジメント計画（施設全体） 
令和 2 年度策定 

令和 7年 3 月改定 

中継ポンプ場 ･ストックマネジメント計画（施設全体） 
令和 2 年度策定 

令和 7年 3 月改定 
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イ 統廃合の検討 

 令和４年度に「鳥取県汚水処理広域化・共同化プラン」を策定し、その中の施策

の１つとして中部地区における汚水処理施設等統廃合を位置づけ、令和５年度か

ら具体的な検討に着手している。 

 

ウ インフラ機能の適正化 

 関連市町の下水道事業計画に基づき、事業計画の更新を実施し、施設の適正化を

図っていく。 

 

エ 新技術の導入 

 これまでも、機器の更新に合わせて新技術の導入を検討しており、今後も国土交

通省をはじめ、各種関係機関から提供される技術情報を注視しながら有効な新技

術の導入について適宜検討を行う。 

 

（３）耐震化の実施 

  令和 28 年度を全施設の耐震化完了目標年度に設定した「鳥取県天神川流域下水道耐

震化計画」を令和７年１月に策定した。施設の老朽化に伴う施設更新時に併せ耐震化を

行うことを基本としている。 

 

（４）維持管理・更新等の情報共有と体制等の整備 

施設の点検・診断結果及び修繕・更新履歴等のデータを蓄積した『天神川流域資産管理

システム（処理場・ポンプ場）』及び『天神川流域下水道台帳管理システム（管路）』を整

備・活用することで情報を共有する。 

システムの運用・利活用方法と引継時の留意事項を取りまとめたマニュアルを作成し、

作業の引継ぎ、情報の継承を行う。 

 

ア 施設管理者の体制づくり等 

① 庁内体制 

 国や日本下水道事業団・日本下水道協会等が実施する各種研修への参加等によ

り、情報共有を図りながら技術的水準の確保に努める。 

 

② 他施設管理者との連携や市町村等への支援 

 中国ブロック下水道管理担当者会議（毎年 10 月開催）を通して、情報共有・情

報交換を行い、他県や県内の他施設管理者との連携を図る。 

 県主催で市町村下水道担当者研修会を開催し、情報の共有や提供、技術水準の確

保に努める。 
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③ 利用者の理解と協働の推進 

 毎年、天神浄化センターの管理者（指定管理者）の主催で、ダム、水源地、下水

処理場の見学や体験学習を通して水の循環について学ぶイベント『ぐるり水の

探検』を開催しており、この中で、水の大切さや下水道の役割、正しい下水道の

使い方等を紹介している。 

 この取り組みを今後も継続するとともに、広く一般に紹介し、下水道の普及啓発

や利用者の理解を深める。 

 

 

 関連市町の小学生から下水道建設や普及促進に関する絵画・標語等を募集し、審

査・表彰を行う『下水道コンクール』（鳥取県後援）を今後も継続して実施し、

下水道の普及啓発を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組 

① 人材育成・確保の推進 

 県は、施設の管理を指定管理者に委託しているが、管理者を審査する際の申請書

には職員の人材育成について記載させることとしており、業務水準の維持、人材

の確保を含め、人材育成に努めることを条件としている。 

 指定管理者から提出される事業計画書の人材育成計画及び事業報告書の実施状

況を確認し、適宜指導を行うことで人材育成を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

市町村下水道担当者研修会 ぐるり水の探検 
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工程表 施設名：　天神川流域下水道施設

～令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

（～2025年度） （2026年度） （2027年度） （2028年度） （2029年度） （2030年度） （2031年度） （2032年度） （2033年度） （2034年度） （2035年度）

(1) メンテナンスサイクルの構築
　　ア 点検・診断

　　イ 情報の蓄積と利活用

　　ウ 基準等

(2) 中長期的なトータルコストの縮減・平準化
　　ア 修繕・更新等
　　　① 個別施設計画

　　　② その他

　　イ 統廃合の検討

　　ウ インフラ機能の最適化

　　エ 新技術の導入

(3) インフラ長寿命化に向けた推進体制
　　ア 施設管理者の体制づくり等
　　　① 庁内体制

　　　② 他施設管理者との連携や市町村等への支援

　　　③ 利用者の理解と協働の推進

　　イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組
　　　① 人材育成・確保の推進

５年に１回（４巡目）

分野全般 終末処理場 中継ポンプ場 管路等 その他

５巡目

情報の蓄積・活用

「下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン-2015年版-」に基づいた基準の適用

機械設備・電気設備・建築設備等の適宜交換・補修

関連公共下水道事業計画や都市計画等に基づいた施設の適正化

有効な新技術の導入について適宜検討

国や日本下水道事業団・日本下水道協会等が実施する各種研修への参加

中国ブロック下水道管理担当者会議や市町村下水道担当者研修会での情報共有や技術支援

「ぐるり水の探検」や「下水道コンクール」といったイベントを活用した利用者の理解と協働の推進

指定管理者の審査・指導により人材の育成し人材の確保する

５年に１回（２巡目）

５年に１回（２巡目）

３巡目

４巡目

ストックマ
ネジメント

計画更新

ストックマネジメント計画に基づく改築・更新

検討

４巡目

３巡目

６巡目

ストックマ
ネジメント

計画更新

ストックマネジメント計画に基づく改築・更新

条例改正 施設統廃合の詳細検討・実施
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施設名 都市公園施設 
 

１ 対象施設 

鳥取県が管理する都市公園施設 

・都市公園法第 2 条及び都市計画法第 11 条第 2 項で定義される施設 
 

広域公園 2箇所(52.4ha、63.4ha) 

 

 

 

 

 

 

   

   

２ 現状と課題 

〈施設状況〉 

布勢総合運動公園は、昭和 59 年 8 月に陸上競技場、野球場等を開園し、昭和 60 年の

｢わかとり国体｣｢全国身体障害者スポーツ大会｣の大会主会場として整備された。以降も

テニスコート、県民体育館、大型複合遊具等の追加や既存施設・設備の改修及び機能向上

を実施しており、供用後 41 年を経過している。 

東郷湖羽合臨海公園は、東郷湖周辺の恵まれた自然環境や温泉等資源を生かし、四季を

通じた観光・滞在型レクリエーション活動への施設として整備された。昭和 54 年 10 月

(浅津地区及び藤津地区の一部)～平成 15 年 3 月(長和田地区)にかけて各地区を順次開園

し、最初に供用された地区では供用後 46 年を経過している。 

鳥取県が管理する都市公園施設は、10 年後の令和 17 年には全公園で整備着手後 50 年

以上経過する施設があることから、老朽化対策が急務となっている。 

施設 施設数 
50 年以上経過する施設の割合 

第 1 期策定時 
【H27】 

第 2 期策定時 
現在【R7】 

10 年後 
【R17】 

20 年後 
【R27】 

都市公園 2 箇所 0 箇所[0%] 0 箇所[0%] 2 箇[100％] 2 箇[100％] 

                                                    令和 7 年 3 月末現在 

〈取組状況〉 

令和 3 年度に公園毎の長寿命化計画を策定し、長寿命化対策に向けた取り組みを進め

ている。 

 

 

東郷湖羽合臨海公園 

（湯梨浜町 藤津地区ほか） 

 09 ま ち づ く り 課 

布勢総合運動公園 

（鳥取市 布勢） 
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３ 施策の方向性 

（１）メンテナンスサイクルの構築 

長寿命化計画に基づき、定期的に点検・調査を実施するとともに、今後は点検結果や修

繕履歴等の情報を蓄積して、適切なメンテナンスサイクルを構築する。 

 

ア 点検・診断 

 公園施設について、日常的に行われる巡視や法令等に従った年次点検を行う。ま

た地震等異常な自然現象が発生した後には緊急点検を実施する。 

≪遊戯施設以外の公園施設≫ 

点検の種類 目的・内容 実施時期・頻度等 

年次点検 

･巡視で発見された変状、老朽化の進行状況

確認、新たな老朽化や損傷の発見のため 

･目視調査、打音調査等 

1 年に 1 回 

定期点検 
･策定される長寿命化計画の見直しのため 

･必要に応じ詳細調査を実施 
5 年に 1 回 

緊急点検 

･台風等強風の来襲後や地震発生後等に公

園施設の変状や損傷等有無の把握のため 

･目視調査、打音調査等 

事案発生後可能な限り

速やかに行う 

≪遊戯施設≫ 

点検の種類 目的・内容 実施時期・頻度等 

日常点検 

･施設の変形や異常の有無を巡視等で確認

する 

･目視調査、触診調査等 

日常業務の中で行う 

（数日おきに 1 回） 

定期点検 

･子どもが安全に利用できるかという視点

で構造部材、消耗部材について詳細な点検

を行う 

･必要に応じ精密点検を実施 

1 年に 1 回 

精密点検 

･日常点検や定期点検時にハザードと思わ

れるものが発見された際に、専門技術者が

損傷状況等の把握を詳細に行う 

事案発生後可能な限り

速やかに行う 

 

イ 情報の蓄積と利活用 

 公園施設の点検結果や修繕履歴等については、都市公園台帳、鳥取県施設台帳デ

ータベース(建築、電気、給排水、機械設備、等)に記録し、継続的かつ効果的な

維持管理の実施に向けて活用する。 

対象 データベース名 運用状況 

公園施設 鳥取県施設台帳データベース 平成 12 年度から運用 
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ウ 基準等 

 点検・診断や修繕・更新等の実施にあたっては、国の基準等を適用する。 

対象 基準類の名称 策定･改定 

公園施設 

公園施設の安全点検に係る指針(案) 国交省 平成 27 年 4 月策定 

都市公園における遊具の安全確保に関す

る指針（改訂第 3 版） 
国交省 令和 6年 6 月改訂 

都市公園における遊具の安全確保に関す

る指針（別編：健康器具計施設） 
国交省 令和 6年 6 月改訂 

遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S：2024 
日本公園施設業協会 

令和 6年 4 月 

都市公園の樹木等の点検診断に関する指

針（案） 
国交省 平成 29 年 9 月策定 

 

（２）中長期的なトータルコストの縮減・平準化 

公園施設について、施設の劣化や損傷状況に応じて効率的・効果的な維持管理・更新等

に取り組む。 

 

ア 修繕・更新等 

② 個別施設計画 

 都市公園毎に長寿命化計画を策定し、計画的な修繕・更新等に取り組む。 

施設 個別施設計画の概要 策定状況 

鳥取県立布勢 

総合運動公園 

「鳥取県立都市公園施設長寿命化計画（布勢総合

運動公園）」に基づき健全度や施設規模、重要性

を考慮して修繕・更新に係る予算の平準化を図

る。 

令和 3 年策定 

鳥取県立東郷湖

羽合臨海公園 

「鳥取県立都市公園施設長寿命化計画（東郷湖羽合臨

海公園）」に基づき健全度や施設規模、重要性を考慮

して修繕・更新に係る予算の平準化を図る。 

令和 3 年策定 

 

③ その他 

 老朽化に伴う経年劣化等により施設が損傷した場合であっても、その影響の及ぼ

す範囲が限定的であるなど、第三者に被害を及ぼす等の重大な事故を引き起こす

可能性が極めて小さい施設や、規模が小さく予防保全によるトータルコストの縮

減効果が限定的な施設は、異常の兆候や故障の発生後に対策を実施する事後保全

の対策などにより補修、更新を行う。 
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 イ 統廃合の検討 

 都市公園は、公園・緑地の存在を通じて憩いや遊び、運動の場を提供したり、都

市部に癒やし・潤いや季節感を与えたり、火災延焼防止や避難地を確保したりす

る施設であるため、現時点では統廃合は検討していない。 

 

ウ インフラ機能の適正化 

 適宜、施設に求められている役割や機能を再確認し、必要に応じて質的向上や付

帯施設の見直し等を検討する。 

 

エ 新技術の導入 

 点検、診断や修繕工事に係る新技術については、国の開発、導入を参考とし現場

への導入・普及に取り組む。 

 

（３）耐震化の実施 

都市公園施設のうち建築物においては新耐震基準適応済みであることから、耐震補強等の

計画は予定していない。建築物以外の既存施設においては現行指針等に沿った施設長寿命化

を図ることとしており、併せて施設毎に耐震化の必要性を検討する。 

※県民体育館や陸上競技場等の大規模施設は本計画の対象外とし、鳥取県県有施設中

長期保全計画に基づき長寿命化を図る。 

 

（４）維持管理・更新等の情報共有と体制等の整備 

維持管理・更新等の基礎となる台帳類の再点検を行うとともに、鳥取県施設台帳データ

ベースなどの活用により、各機関での情報の共有化を図る。 

また指定管理者との連携を深め、継続的な維持管理が可能となるよう、必要な体制を構

築する。 

 

ア 施設管理者の体制づくり等 

④ 庁内体制 

 国土交通省や造園業界団体、公園施設業界団体等が主催する講習会等から、維持

管理・更新に関する法令制度や技術、最新の知見を得るとともに、点検結果の均

質化や点検・診断従事者の技術力向上を図るため、点検要領・方法等の適切な引

継ぎや職員研修を必要に応じて開催する。 

 

⑤ 他施設管理者との連携や市町村等への支援 

 県内及び他県の都市公園担当者との意見交換を行い、国等における最新動向の

情報を共有するなど連携した取り組みを進める。 
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⑥ 利用者の理解と協働の推進 

 緑化推進等の事業を実施する際に、ボランティアの方々や地域住民等と協働し

た維持管理を行うよう努める。 

 

イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組 

① 人材育成・確保の推進 

 公園施設の点検技術や植栽管理技術等について、民間企業等の技術力向上を図

り、人材育成及び確保に努める。 

 指定管理者から提出される事業計画書の人材育成計画及び事業報告書の実施状

況を確認し、適宜指導を行うことで人材育成を推進する。 
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工程表 施設名：都市公園

～令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

（～2025年度） （2026年度） （2027年度） （2028年度） （2029年度） （2030年度） （2031年度） （2032年度） （2033年度） （2034年度） （2035年度）

(1) メンテナンスサイクルの構築
　　ア 点検・診断

　　イ 情報の蓄積と利活用

　　ウ 基準等

(2) 中長期的なトータルコストの縮減・平準化
　　ア 修繕・更新等
　　　① 個別施設計画

　　　② その他

　　イ 統廃合の検討

　　ウ インフラ機能の最適化

　　エ 新技術の導入

(3) インフラ長寿命化に向けた推進体制
　　ア 施設管理者の体制づくり等
　　　① 庁内体制

　　　② 他施設管理者との連携や市町村等への支援

　　　③ 利用者の理解と協働の推進

　　イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組
　　　① 人材育成・確保の推進

更新時に統廃合の可否について検討

定期点検

日常点検

定期点検

情報の蓄積・活用

国等の基準類を適用

小規模施設等

パトロールによる状況監視結果に基づく補修・更新

施設の必要性について再検討

新技術活用の検討

国交省や造園業界団体、公園施設業界団体等が開催の説明会講習会への参加

研修会の開催による市町との技術的な連携

利用者者からの情報提供等

分野全般 小規模施設

指定管理者の審査・指導により人材を育成し、人材を確保する。

年次点検 年次点検 年次点検 年次点検 年次点検 年次点検 年次点検 年次点検 年次点検 年次点検 年次点検

都市公園長寿命化計画に基づく修繕・更新

計画
見直
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施設名 鳥取情報ハイウェイ施設 

 

１ 対象施設 

鳥取県が管理、運用する光ファイバー通信線路、機器施設 

・電気通信事業法第 165 条第 1 項において定義されている施設 

 

光ケーブル総延長 239Km、接続施設 10 施設（接続機器のみ、建屋は含まず） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 10 デ ジ タ ル 基 盤 整 備 課 

通信機器収容ラック全景（NOC 内） 光監視装置（ハイウェイ管理センター内） 

鳥取情報ハイウェイネットワーク図 



98 

 

２ 現状と課題 

〈施設状況〉 

鳥取県が管理する情報ハイウエイ関連施設は、県内全域に敷設している光ファイバー

網（鳥取～天神～米子、鳥取～智頭、天神～倉吉、米子～境港、米子～日野幹線及び支線）

と各拠点間での通信を行うための通信機器設備で構成された施設である。 

光ファイバーケーブルにおいては、敷設後 20 年以上経過しているが、監視データ上及

び監視点検では異常は見られず当面は現状のままの運用が可能と判断している。（大手通

信事業者においても明確な更新期間等の基準は持っていない）  

施設 施設数 
20 年以上経過する施設の割合 

第１期策定時 
【H27】 

第２期策定時 
【R7】 

10 年後 
【R17】 

20 年後 
【R27】 

光ファイバー 

ケーブル 
239Km 0km[0%] 239km[100%] 239km[100%] 239km[100%] 

通信機器  10 箇所 0 箇所[0%] 0 箇所[0%] 0 箇所[0%] 0 箇所[0%] 

令和 7年 3 月末現在 

〈取組状況〉 

 光ファイバーケーブルについては,監視装置による 24 時間 365 日常時監視及び架

空線路設備全線について 1 年に 1 度委託業者による目視点検、保守作業を行って

いる。 

 通信機器設備については、機器メーカーの保守期間が終了する概ね 5 年を目処に

定期的な更新を行っている。 
 

３ 施策の方向性 

（１）メンテナンスサイクルの構築 

光ファイバーケーブルの点検計画については、運用開始時より継続的に行っている光

監視装置によるデータ監視結果（通信損失の確認）と目視点検等の保守情報蓄積と分析を

基に、概ね 30 年を目処に更新計画を策定する、また、目視点検による部分的更新等が必

要と判断した場合は随時行う事としている。 

 

ア 点検・診断 

 運用開始時から行っている光監視装置に連続監視や、ケーブル及び通信機器類の

保守点検委託業務を年 1 回のペースで行う。 

施設 頻度 点検・診断方法等 実施状況 

光ファイバーケーブル 
24 時間 365 日 

及び 1 回／年 

･光監視装置による連続

監視及び目視による架

空線路全線点検 

運用開始以降継

続的に実施 

通信機器 
24 時間 365 日 

及び 1 回／年 

･光監視装置による連続

監視及び全数点検 

運用開始以降継

続的に実施 



99 

 

イ 情報の蓄積と利活用 

 運用開始時から行っている光監視装置の監視データや、ケーブル保守点検、機器

保守点検の結果について、情報ハイウエイ管理運営業務において集計、報告書作

成をしており、継続的に実施しつつ保守管理に活用をしていく。 

対象 データベース名 運用状況 

光ファイバーケーブル 鳥取情報 HW 月次報告データベース 
運用開始時より継続的

に実施 

通信機器 鳥取情報 HW 月次報告データベース 
運用開始時より継続的

に実施 

 

ウ 基準等 

 鳥取情報ハイウエイ管理運営業務及び同光ファイバーケーブル保守・維持修繕業

務仕様書を適用する。 

 

（２）中長期的なトータルコストの縮減・平準化 

光ファイバーケーブルの監視データ上や目視点検による異常を発見し、全線的に更新

が必要と判断した場合は、緊急的措置が必要な部分を除き、接続拠点区間ごとに年次的

な更新計画を立て、更新費用の平準化に取り組む。 

 

ア 修繕・更新等 

① 個別施設計画 

 光ファイバーケーブルにおいては、監視データまたは目視点検により更新が必

要と判断した箇所（原則接続拠点区間）毎に更新を行う。 

 通信機器類においてはメーカー保守期間を確認の上、概ね 5年毎に更新を行う。 

施設 個別施設計画の概要 策定状況 

光ファイバーケーブル 
･監視データ又は目視点検結果を分

析検討し更新時期を決定 
運用開始年度より 

通信機器 ･メーカー保守期間終了までに更新 運用開始年度より 

 

イ 統廃合の検討 

 接続施設については、最小限必要な 10 箇所を整備している状況で統廃合の検討

は考えていない。 

 

ウ インフラ機能の適正化 

 光ファイバーケーブルを架空敷設している区域は、電線共同溝の整備計画に参加

する等、積極的に地中化を進め、災害に備えたインフラ機能の適正化に取組む。 
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エ 新技術の導入 

 情報ハイウエイの利用状況（総合的なデータ量等）を確認しながら、回線の増速

等が必要と判断した場合は通信設備の高速化等を行う。 

 

（３）耐震化の実施 

光ファイバーケーブル線路の内、架空線路は主に電力会社と NTT 柱に共架、地中線路は

主に国土交通省や県所有の共同構内に敷設している。 

また、通信機器設備を設置している接続拠点も NTT 及び県所有の施設建物のため、耐震

対策についてはそれぞれの施設所有者の対応によるものとなる。そのため耐震対策や対

応については必要に応じて施設所有者と協議、依頼を行う事とする。 

施設 対象要件 施設数 耐震化実施済施設数 

通信機器 ･接続拠点施設 10 箇所     10 箇所 

令和 7年 3 月末現在 

（４）維持管理・更新等の情報共有と体制等の整備 

光ファイバーケーブル及び通信機器の維持管理・更新等に関する情報共有については、

鳥取情報 HW 月次報告データベース等を活用し、情報ハイウエイ担当者が継続した必要な

情報共有が出来る体制を構築する。 

 

ア 施設管理者の体制づくり等 

① 庁内体制 

 情報ハイウエイ担当者間において、引き続き施設管理データベースを活用する

ほか、緊急時の連絡体制を明確にして必要な情報が共有できる体制とする。 

 

② 他施設管理者との連携や市町村等への支援 

 災害時の相互支援協定を締結している岡山県及び埋設管路の情報共有を行って

いる鳥取地区電線共同溝・情報ボックス連絡協議会、倉吉管内国道工事調整会議

等との調整を行い、関係する国、県、市町村、電力・通信・ガス事業者との情報

提供や諸課題についての連携を進めていく。 

 

③ 利用者の理解と協働の推進 

 ホームページで利用促進のＰＲを行うなど、利用の増加を促進する。 

 

イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組 

① 人材育成・確保の推進 

 必要に応じて検討する。 
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工程表 施設名：鳥取情報ハイウｴイ施設

～令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

（～2025年度） （2026年度） （2027年度） （2028年度） （2029年度） （2030年度） （2031年度） （2032年度） （2033年度） （2034年度） （2035年度）

(1) メンテナンスサイクルの構築
　　ア 点検・診断

　　イ 情報の蓄積と利活用

　　ウ 基準等

(2) 中長期的なトータルコストの縮減・平準化
　　ア 修繕・更新等
　　　① 個別施設計画

　　イ 統廃合の検討

　　ウ インフラ機能の最適化

　　エ 新技術の導入

(3) インフラ長寿命化に向けた推進体制
　　ア 施設管理者の体制づくり等
　　　① 庁内体制

　　　② 他施設管理者との連携や市町村等への支援

　　　③ 利用者の理解と協働の推進

　　イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組
　　　① 人材育成・確保の推進

光ファイバケーブル常時監視（24時間・365日連続）、目視点検（年に１回）

通信機器：メーカー保守終了期間（５年程度）毎に更新

光ファイバーケーブル：監視データ、目視点検による異常が無い場合継続的に使用 接続拠点区間毎に更新

光ファイバケーブル、通信機器（24時間・365日連続のデータの蓄積、点検結果のデータベース保管）

通信機器常時監視（24時間・365日連続）、点検（年に１回）

鳥取情報ハイウエイ管理運営委託業務及び光ファイバケーブル保守・維持修繕業務仕様書による基準で運用

使用データ総量を確認しながら、回線の増速が必要と判断した場合は通信設備の高速化を行う。

各種データベースの活用、緊急連絡体制を明確化し継続的に実施

岡山県、鳥取・倉吉管内電線共同構、情報ボックス関係者との連携、調整を継続的に実施

HPでのPRを実施

該当なし

必要に応じて検討

光ファイバーケーブルの地中化を推進し、災害被害の低減に取り組む。
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施設名 工業用水道施設  

 

１ 対象施設 

鳥取県企業局が管理する工業用水道施設 

・工業用水道事業法第 2 条第 6 項において定義されている「工業用水道事業者の工業用

水道に属する施設」 
 

工業用水道施設 2 施設（取水施設、浄水施設、配水施設、配水管 等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 現状と課題 

〈施設状況〉 

県営工業用水道事業は、鳥取地区、日野川の 2 事業からなる。うち日野川工業用水につ

いては、管路（継手部分）の老朽化から漏水事故も年に数件発生しており、老朽化対策が

急務となっている。 

施設 施設数 
50 年以上経過する施設の割合 

第 1期策定時 

【H27】 
第 2期策定時 

現在【R7】 
10 年後 
【R17】 

20 年後 
【R27】 

工業用水道施設 2 施設 0 施設[0%] 1 施設[50%] 1 施設[50%] 1 施設[50%] 

令和 7年 3 月末現在 

 11 企 業 局 

浄水場[浄水施設] 

（日野川工水） 

取水施設[取水施設] 

（日野川工水） 

配水池[配水施設] 

（鳥取工水） 

水管橋[配水管] 

（鳥取工水） 



103 

 

〈取組状況〉 

 漏水等発生時に適切に対応するとともに、止水バンド等による漏水予防対策につ

いて計画的な修繕を実施している。 

 配水管の健全度を把握するための調査を定期的に実施している。 

 

３ 施策の方向性 

（１）メンテナンスサイクルの構築 

引き続き、定期的な巡視、点検及び検査を実施するとともに、点検・検査の結果やこれ

に基づいた修繕・更新等の履歴を蓄積し、適切な維持管理の実施に活用するなど、メンテ

ナンスサイクルの取り組みを進めて行く。 

 

ア 点検・診断 

 鳥取県営工業用水道施設維持管理規程等により、定期的な巡視、定期点検及び検

査を実施し、施設の劣化及び損傷等の施設情報を把握する。  

施設 頻度 点検・診断方法等 実施状況 

工業用水道 

施設 

保安規程並びに

土木施設巡視点

検基準等に定め

る周期 

巡視 

･保安規程並びに土木施設巡視点検

基準等に定める項目について、目

視による巡視を実施 

点検 

･保安規程並びに土木施設巡視点検

基準等に定める項目を対象に、周

期的に点検を実施 

昭和 43 年度～ 

 

イ 情報の蓄積と利活用 

 各施設の耐用年数や更新等の資産情報は、固定資産台帳並びに施設台帳ＤＢで管理

している。 

 これら資産情報について、点検基準・結果ＤＢで管理する点検記録等と合わせ、今

後の修繕や更新の検討に活用する。  

対象 データベース名 運用状況 

工業用水道施設 固定資産台帳 昭和 39 年度～ 

工業用水道施設 施設台帳ＤＢ 
平成 26 年度～ 
（それ以前は紙） 
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ウ 基準等 

 点検・診断や修繕・更新等の実施にあたっては、次の基準等を適用する。  

対象 基準類の名称 策定･改定 

工業用水道施設 鳥取県営工業用水道施設維持管理規程 平成 16 年度改定 

工業用水道施設 
鳥取県工業用水道事業の電気工作物保

安規程 
令和 6 年度改定 

 

（２）中長期的なトータルコストの縮減・平準化 

引き続き、施設の長寿命化と効率的な維持管理を図るため、経営状況を勘案しつつ、計

画的な維持管理を行い、必要に応じて更新等を検討する。 

 

ア 修繕・更新等 

① 個別施設計画 

 施設の修繕等には、耐用年数や定期点検結果等を踏まえ、適切な施設管理に取り

組む。 

 老朽化の著しい施設については、経営状況を勘案しつつ更新を検討する。  

施設 個別施設計画の概要 策定状況 

工業用水道施設 

（構造物） 

予防保全の維持管理により、長寿命化及び維

持管理コストの縮減と平準化を図る。 
令和 2 年度策定 

 

② その他 

施設のうち、加圧ポンプ等の周期的に整備が必要な機器や電気・機械・計装設備等に

ついては、主たる構成部分が精密機械・消耗部材であり、耐用年数等を勘案しながら、

個々の周期に応じた時間計画保全を行う。  

付属設備や代替性のある小規模な施設については、劣化状況や重要度等を考慮し、必

要に応じて修繕・更新等を実施することを基本とする。 

 

イ 統廃合の検討 

 －（該当なし） 

 

ウ インフラ機能の適正化 

 改修等を行う工業用水施設については、配水管を現在の条件に合わせた仕様に見

直すなど、施設の適正化を図る。  
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エ 新技術の導入 

 新技術の導入に当たっては、その効果が確認されたものについて、設計時におい

てその実績や信頼性等も考慮の上、費用等を含めた比較検討を行い、導入の判断

を行う。  

 

（３）耐震化の実施 

次の法令等に基づいて、施設の重要度に基づき必要な耐震化を進める。 

施設 対象要件 施設数 耐震化実施済施設数 

工業用水施設 ･建築基準法 2 施設 1 施設 

令和 7 年 3月末現在 

 

（４）維持管理・更新等の情報共有と体制等の整備 

引き続き他の工業用水道事業者等と情報を共有し、今後の維持管理・更新等に活用する。  

 

ア 施設管理者の体制づくり等 

① 庁内体制 

 経営状況を勘案しつつ、業務量に応じて必要な人員を確保することに努める。  

 

② 他施設管理者との連携や市町村等への支援 

 他の工業用水道事業者等と連携し、情報を共有する。   

 

③ 利用者の理解と協働の推進 

 工業用水ユーザーへ迅速に情報を提供し、共有する。 

 長寿命化対策に伴い料金を改定する必要がある場合は、ユーザーに丁寧に説明

し、理解を得る。  

 

イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組 

① 人材育成・確保の推進 

 －（特になし）  
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施設名 発電施設 

 

１ 対象施設 

鳥取県企業局が管理する発電施設 

・電気事業法第 2 条第 16 項において定義されている「電気工作物」 

 

発電所 17 箇所［水力発電所 8 箇所、風力発電所 1 箇所、太陽光発電所 8 箇所］（機械、水

路、電線路、風車、太陽電池パネル等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 現状と課題 

〈施設状況〉 

県営発電事業として管理している発電所は、水力発電所 8 施設（佐治、加地、袋川、新

幡郷、賀祥、若松川、横瀬川、私都川）、風力発電所 1 施設（鳥取放牧場）、太陽光発電所

8 施設（東部事務所、鳥取放牧場、鳥取空港、西部事務所、ＦＡＺ倉庫、竹内西緑地、天

神浄化センター、境港中野）の合計 17 施設である。 

現在、耐用年数を超えた施設はないが、今後、10 年から 20 年以内にかけて多くの発電

施設が老朽化を考慮すべき時期に来ており、対策が急務となっている。 

 

機械[発電機] 

（袋川発電所） 

水路[取水口] 

（私都川発電所） 

水路[水圧鉄管] 

（佐治発電所） 

太陽電池パネル[太陽電池パネル] 

（企業局西部事務所太陽光発電所） 

電線路[送電設備] 

（佐治発電所） 

風車[風車] 

（鳥取放牧場風力発電所） 
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施設 施設数 
50 年以上経過する施設の割合 

第 1期策定時 

【H27】 
第 2期策定時 

現在【R7】 
10 年後 
【R17】 

20 年後 
【R27】 

発電施設 
（水力発電所） 

8 施設 0 施設[0%] 0 施設[0%] 1 施設[13%] 2 施設[25%] 

令和 7年 3 月末現在 

施設 施設数 

20 年以上経過する施設の割合 
（※基準年ﾒﾓ：法定耐用年数を5年単位丸めで20年とした） 

第 1期策定時 

【H27】 
第 2期策定時 

現在【R7】 
10 年後 
【R17】 

20 年後 
【R27】 

発電施設 
（風力発電所） 

1 施設 0 施設[0%] 0 施設[0%] 1 施設[100%] 1 施設[100%] 

令和 7年 3 月末現在 

施設 施設数 
20 年以上経過する施設の割合 

第 1期策定時 

【H27】 
第 2期策定時 

現在【R7】 
10 年後 
【R17】 

20 年後 
【R27】 

発電施設 
（太陽光） 

8 施設 0 施設[0%] 0 施設[0%] 8 施設[100%] 8 施設[100%] 

令和 7年 3 月末現在 

〈取組状況〉 

定期的な修繕及び更新を行うとともに、発電所の水車・発電機等の主要機器は、関係法

令等に基づき、定期的（１２年周期）にオーバーホールを実施し、施設の機能維持に努め

ている。 

 

３ 施策の方向性 

（１）メンテナンスサイクルの構築 

引き続き、定期的な巡視、点検及び検査を実施するとともに、点検・検査の結果やこれ

に基づいた修繕・更新等の履歴を蓄積し、適切な維持管理の実施に活用するなど、メンテ

ナンスサイクルの取り組みを進めて行く。 
 

ア 点検・診断 

 発電施設は電気事業法第 42 条に基づき保安規程を定め、巡視、定期点検及び検査

を実施し、電気工作物が常に法令で定める技術基準に適合するよう維持管理する

とともに事故を未然に防止する。 
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施設 頻度 点検･診断方法等 実施状況 

発電施

設 

各機器設備毎に

定める頻度 

巡視 

･保安規程並びに発電所運転保守基準

等に定める項目について、目視による

巡視を実施 

定期点検 

・保安規程並びに発電所運転保守基

準等に定める項目について、定期的

に点検を実施 

昭和 40 年度～ 

 

イ 情報の蓄積と利活用 

 各施設の耐用年数や更新等の資産情報は、固定資産台帳並びに施設台帳ＤＢで管

理し、点検基準・結果ＤＢで管理する点検記録等と合わせ、今後の修繕や更新の

検討に活用する。  

対象 データベース名 運用状況 

発電施設 

固定資産台帳 昭和 27 年度～ 

施設台帳ＤＢ 
平成 26 年度～ 

（それ以前は紙） 

 

ウ 基準等 

 点検・診断や修繕・更新等については、次の基準等を適用する。  

対象 基準類の名称 策定･改定 

発電施設 

鳥取県電気事業の電気工作物保安規程 
（鳥取県企業局） 

令和 6 年度改定 

発電所運転保守基準  （鳥取県企業局） 令和 4 年度改定 

機器点検手入れ及び試験基準 平成 29 年度改定 

水路工作物保守基準 令和 4 年度改定 

土木設備巡視点検測定基準 令和 3 年度改定 

 

（２）中長期的なトータルコストの縮減・平準化 

引き続き、施設の長寿命化と効率的な維持管理を図るため、施設のアセットマネジメン

ト（資産の管理・有効活用）に取り組むとともに、計画的な維持管理・更新等を進める。 

 

ア 修繕・更新等 

① 個別施設計画 

 施設の修繕・更新等には、耐用年数や定期点検結果等を踏まえ、経営状況を勘案

しつつ適切な施設管理に取り組む。 
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施設 個別施設計画の概要 策定状況 

発電施設 

〈電気工作物、土木工作物〉 

周期的な整備や耐用年数等を勘案

した補修・更新等の対応を行う。 
令和 2 年度策定 

 

② その他 

 付属設備や代替性のある小規模な施設については、劣化状況や重要度等を考慮し、

必要に応じて時間計画保全を実施することを基本とする。 

 

イ 統廃合の検討 

 －（該当なし） 

 

ウ インフラ機能の適正化 

 改修等を行う発電施設については、水路や水車発電機を現在の条件に合わせた仕

様に見直すなど、施設の適正化を図る。 

 

エ 新技術の導入 

 新技術の導入に当たっては、その効果が確認されたものについて、設計時におい

てその実績や信頼性等も考慮の上、費用等を含めた比較検討を行い、導入の判断

を行う。 

 

（３）耐震化の実施 

各種法令に基づき必要な耐震化を進める。 

施設 対象要件 施設数 耐震化実施済施設数 

発電施設 
（水力発電所） 

･建築基準法 8 施設 8 施設 

発電施設 
（風力発電所） 

･建築基準法 1 施設 1 施設 

令和 7年 3 月末現在  

 

（４）維持管理・更新等の情報共有と体制等の整備 

引き続き他の公営電気事業者等と情報を共有し、今後の維持管理・更新等に活用する。  

 

ア 施設管理者の体制づくり等 

① 庁内体制 

 経営状況を勘案しつつ、業務量に応じて必要な人員を確保することに努める。  

 

② 他施設管理者との連携や市町村等への支援 

 他の公営電気事業者等と連携し、情報を共有する。 
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③ 利用者の理解と協働の推進 

 －（特になし） 

 

イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組 

① 人材育成・確保の推進 

 大規模改修時には、運営維持も含めてＰＦＩコンセッション方式による民間活

力の活用を検討する。 
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施設名 交通安全施設 

 

１ 対象施設  

鳥取県公安委員会が設置、管理する交通信号機（制御機） 

・道路交通法第 2 条第 1 項第 14 号において定義されている「信号機 電気により操作

され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置」 
 

交通信号機（制御機）1,296 基  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 現状と課題 

〈施設状況〉 

管理する交通信号機（制御機）の老朽化状況としては、道路橋りょう等、他の土木イ

ンフラ施設と比較して更新基準が製造後 19 年と短いこともあり、現在設置されている

ものを更新しない場合、10 年後の令和 17 年には全体の 50％が更新基準を超えることと

なる。 

施設 施設数 
製造後 19 年以上経過する施設の割合 

第 1 期策定時 
【H27】 

第 2 期策定時
現在【R7】 

10 年後 
【R17】 

15 年後 
【R22】 

交通信号機 
（制御機） 

1,296 基 227 基[18%] 110 基[7%] 652 基[50%] 1,066 基[82%]

令和 7年 3 月末現在 

 

 

 

 12 警 察 本 部 

交通信号機 

（制御機） 

交通信号機（制御機） 

の老朽化状況 
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〈取組状況〉 

 交通信号機（制御機）は、予防保全での維持管理による機能維持・回復が困難で

あることから、定期的な点検により損傷度合いを把握するとともに、計画的な更

新による機能維持を行う必要がある。 

 

３ 施策の方向性 

（１）メンテナンスサイクルの構築 

定期的な点検・診断の実施により、施設の状況及び変化を把握し、適切な維持管理

を行う。 

 

ア 点検・診断 

 交通信号機（制御機）は、日常業務における通常点検を実施する。 

 また、通常点検とは別に現況の状態を詳細に把握するため、業務委託を主体とし

た保守点検及び災害時の特別点検を実施する。 

施設 頻度 点検･診断方法等 実施状況 

交通信号機 

（制御機） 

保守点検 
4 回／年 

･保守業務を委託し、点検項目に

基づき点検・診断結果を把握 
毎年度 

 

イ 情報の蓄積と利活用 

 保守点検の結果及び結果に基づく対策の履歴を活用し、修繕・更新業務の効率化

を図る。 

対象 データベース名 運用状況 

交通信号機 
（制御機） 

定期点検表に記載 毎年度 

 

ウ 基準等 

 点検・診断や修繕・更新等については、国の基準等に準拠するほか、下表にある

鳥取県策定の基準類を適用する。 

対象 基準類の名称 策定･改定 

交通信号機 
（制御機） 

交通安全施設管理要領 平成 24 年度 

 

（２）中長期的なトータルコストの縮減・平準化 

施設の損傷度に基づいた修繕・更新による延命化と、インフラ機能の適正化に取り組

む。 
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ア 修繕・更新等 

① 個別施設計画 

 当分野の施設は以下の理由により、個別施設計画は策定しない。 

 交通信号機（制御機）は、施設個々の規模が小さく、予防保全によるトータ

ルコストの縮減効果が見込めないことから、定期的な保守点検等を基に応急

的な修繕を図るとともに、時間計画保全による機能維持に努める。 

 

 交通信号機（制御機）は、主たる構成部が精密機械および消耗部材であるこ

とから、点検結果に基づいて優先度を選定し、更新対策費用の平準化を図る。 
 

イ 統廃合の検討 

 代替手段による交通の安全と円滑の確保、地元住民等との調整を図り交通信号機

の移設又は撤去を検討する。 
 

ウ インフラ機能の適正化 

 交通信号機は、交通量、交通事故の発生状況、道路環境等を踏まえ代替手段によ

る対応や既存施設の移設なども検討の上、必要な箇所へ設置し、また、交通状況

の変化に応じて廃止を検討し適正な管理を行う。 
 

エ 新技術の導入 

 交通信号機（制御機）に関する点検・診断・修繕等に係る新技術が開発され、そ

の効果が確認されたものについては、必要に応じて導入を検討する。 

 

（３）耐震化の実施 

 －（該当なし） 

 

（４）維持管理・更新等の情報共有と体制等の整備 

交通安全施設管理要領により、交通信号機等の維持管理を適切に行う。 
 

ア 施設管理者の体制づくり等 

① 庁内体制 

 点検に携わる職員に対しその能力向上のため点検項目毎の着眼点等の周知を

図る。 

 交通信号機の保守業者に対する点検要領を定め交通信号機の維持管理に取り

組んでいることから、今後も職員及び受託業者等と連携を図り計画的な維持

管理に努める。 
 

② 他施設管理者との連携や市町村等への支援 

 －（特になし） 
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③ 利用者の理解と協働の推進 

 －（特になし） 
 

イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組 

① 人材育成・確保の推進 

 交通信号機の工事技術が継承されるよう、施工業者に対して後継者育成を積

極的に働きかける。 
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工程表 施設名：交通安全施設

～令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

（～2025年度） （2026年度） （2027年度） （2028年度） （2029年度） （2030年度） （2031年度） （2032年度） （2033年度） （2034年度） （2035年度）

(1) メンテナンスサイクルの構築
　　ア 点検・診断

　　イ 情報の蓄積と利活用

　　ウ 基準等

(2) 中長期的なトータルコストの縮減・平準化
　　ア 修繕・更新等
　　　① 個別施設計画

　　イ 統廃合の検討

　　ウ インフラ機能の最適化

　　エ 新技術の導入

(3) インフラ長寿命化に向けた推進体制
　　ア 施設管理者の体制づくり等
　　　① 庁内体制

　　　② 他施設管理者との連携や市町村等への支援

　　　③ 利用者の理解と協働の推進

　　イ 担い手（民間企業等）の確保に向けた取組
　　　① 人材育成・確保の推進

交通信号機
保守点検（４回／年）

保守点検結果や対策履歴を活用して修繕、更新業務の効率化

国の基準等の適用

点検結果に基づいた優先度による更新

対象施設なし

交通安全施設管理要領

代替手段等により移設又は撤去を検討

代替、移設、新設、廃止等

必要に応じて導入を検討

点検項目毎の着眼点等の周知

後継者育成の働きかけ

職員及び受託業者との連携

特になし

特になし


